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源
平
闘
諍
録
全
釈
（
一
二
―
巻
一
上
⑫
（
二
〇
ウ
7
～
二
二
ウ
8
））

早
　

川
　

厚
　

一

【
原
文
】

仁
安
三
年
〈
戊
子
〉
三
月
廿
日
高
倉
院
御
践
―

祚
之
後
法
―

皇
〈
後
白
河
法
皇
〉
無
二

別
―

方
一

四
―

海
安
―

危
ヲ
ハ

照
二シ

掌
―

内
一ニ

百
―

王
ノ

理
―

乱
ヲ
ハ

懸
心
―

中
一ニ

万
―

機
ノ

政
―

務
ヲ

被
ケ
レ
ハ

聞

食
一

法
―

皇
ノ

近
ク

被
召
―

仕
（
一
）

公
―

卿
殿
上
人
以
―

下
至
二マ

テ

北
―

面
輩
一ニ

皆
随
二テ

程
―

々
一ニ

官
―

位
捧
―

録
余
身
（
一
）

雖
蒙
朝
思
一ヲ

人
心
習

ナ
レ
ハ

猶
不
―

足
ニ

欲
此

ヲ（
一
）

間
此
入
道
一
―

類
ノ
ミ

多
塞
（
レ
）

国
一ヲ

妨▽
二
一
オ

（
レ
）

官
（
一
）

事
各
目
―

覚
１

思
シ

之
ヲ

程
無
二

踈
ヲ
ロ
ソ
カ
ノ―

人
一モ

時
ハ

則
寄
―

合
私
―

語
ケ
ル
ハ

此
入
―

道
ノ

巳
タ
ラ
ハ

明
二ナ

ム

其
―

国
一

成
其
―

官
ハ

申
ケ
ル

法
皇
有

ケ
ル
ハ

仰
（
一
）

昔
国
―

常
―

立
ノ

尊
ヨ
リ

第
七
代
伊
―

弉
諾
伊
―

弉
―

冉
尊

ノ

御
子
天
照
大
神
自
レ

知
下

食
シ

我
―

朝
秋
津
島
上ヲ

以
―

来
至
于
今
（
一
）

忝
ク

受
二

十
―

善
尊
号
一ヲ

苟
モ

居
二ス

万
―

機
宝
―

位
一ニ

雖
末
代
一ト

王
―

法
未
絶
（
一
）

臣
―

下
争

カ

可
軽
（
一
）

乎
就
中
（
一
）

古
―

今
ニ
モ

打
二

朝
―

敵
一

者
多
之
（
一
）

田
―

村
麻マ

―

呂
ハ

〈
嵯
峨
天
皇
時
人
〉
誅
二シ

テ

高
―

丸
一ヲ

雖
登
二

権
大
納
言

ノ

位
一ニ

未
タ

補
二

摂
―

録
臣

ニ
ハ

（
一
）

貞
―

盛
秀
―

郷
カ

打
二シ

承
平
将
―

門
一ヲ

源

頼
―

義
誅
二シ

天
喜

ノ

貞
―

任
一ヲ

其
勧
賞
不
過
二

受
領
一ニ

ハ

然
ニ

清
―

盛
入
―

道
官
―

位
捧
―

録
過
其
―

身
一ニ

一
門

ノ

繁
―

昌
超

タ
リ

世
一ニ

故
ニ

自
二

永
―

暦
応
―

保
之
比
一

悪
―

行
倍
―

増
シ

無
―

道
非
―

礼
也
是

王
―

法
ノ

尽
歟
将
又
仏
法
滅
歟
有

ケ
ル

仰
（
一
）

【
釈
文
】

　

仁
安
三
年
〈
戊

つ
ち
の
え
ね

子
〉
三
月
廿
日
、高
倉
院
御
踐
祚
の
後
は
、法
皇
〈
後
白
河
法
皇
〉
別わ

く
方
無
く
、四
海
の
安
危
を
ば
掌

た
な
ご
こ
ろの

内
に
照
ら
し
、百
王
の
理
乱
を
ば
心
の
中
に
懸
け
、

万
機
の
政
務
を
聞
こ
し
食
さ
れ
け
れ
ば
、
法
皇
の
近
く
召
し
仕
は
れ
け
る
公
卿
・
殿
上
人
以い

下げ

、
北
面
の
輩
に
至
る
ま
で
、
皆
程
々
に
随
つ
て
、
官
位
俸
禄
（
捧
録
）
身
に

余
り
、
朝
恩
（
思
）
を
蒙
る
と
雖
も
、
人
の
心
の
習
ひ
な
れ
ば
、
猶
不
足
に
此
れ
を
欲お

も

ふ
間
、
此
の
入
道
の
一
類
の
み
多
く
国
を
塞
ぎ
、
官▽

二
一
オ

を
妨
ぐ
る
事
を
、
各
目め

覚ざ
ま

し
く

１

思
ひ
し
程
に
、
踈

お
ロ
ソ

か
の
人
も
無
き
時
は
、
則
ち
寄
り
合
ひ
私さ

さ

や語
き
け
る
は
、「
此
の
入
道
の
亡
（
巳
）
び
た
ら
ば
、
其
の
国
は
明
き
な
む
、
其
の
官
に
は
成
り
な
ん
」
と
ぞ

申
し
け
る
。

　

法
皇
、
仰
せ
有
り
け
る
は
、「
昔
、
国

く
に
と
こ
た
ち
ノ
み
こ
と

常
立
尊
よ
り
第
七
代
伊い

弉ざ

諾な
ぎ

・
伊い

弉ざ

冉な
み

尊
の
御
子
天
照
大
神
、
我
が
朝
秋
津
島
を
知
ろ
し
食
し
て
よ
り
以こ

の

来か
た

、
今
に
至
る
ま
で
、

忝
か
た
じ
け
なく

も
十
善
の
尊
号
を
受
け
、苟

い
や
し
くも

万
機
の
宝
位
に
居
す
。
末
代
と
雖
も
王
法
未
だ
絶
え
ず
。
臣
下
争い

か
でか

軽
ん
ず
べ
け
ん
や
。
就

な
か
ん
づ
く

中
、古
今
に
も
朝
敵
を
打
つ
者
之
多
し
。

田
村
麻マ

呂
〈
嵯
峨
天
皇
の
時
の
人
〉
は
高
丸
を
誅
し
て
権
大
納
言
の
位
に
登
る
と
雖
も
、
未
だ
摂
録
の
臣
に
は
補
さ
ず
。
貞
盛
・
秀
郷
が
承
平
の
将
門
を
打
ち
し
、
源
頼
義

― 190 ―
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が
天
喜
の
貞
任
を
誅
せ
し
、
其
の
勧

け
ん
じ
や
う

賞
、
受
領
に
は
過
ぎ
ず
。
然
る
に
清
盛
入
道
、
官
位
俸
禄
（
捧
録
）
其
の
身
に
過
ぎ
、
一
門
の
繁
昌
世
に
超
え
た
り
。
故
に
永
暦
・
応

保
の
比こ

ろ

よ
り
悪
行
倍
増
し
、
無
道
非
礼
な
り
。
是
れ
王
法
の
尽
く
る
か
、
将は

た

又ま
た

仏
法
の
滅
ぶ
る
か
」
と
ぞ
仰
せ
有
り
け
る
。

【
校
異
・
訓
読
】
１
〈
底
〉「
思

シ

之
ヲ

程
」。「
之

ヲ

」
を
読
む
べ
き
だ
が
、
衍
字
と
判
断
し
た
。

【
注
解
】
〇
仁
安
三
年
〈
戊
子
〉
三
月
廿
日
、
高
倉
院
御
踐
祚
の
後
は
、
法
皇
〈
後

白
河
法
皇
〉
別
く
方
無
く
、
四
海
の
安
危
を
ば
掌
の
内
に
照
ら
し
、
百
王
の
理
乱

を
ば
心
の
中
に
懸
け
、
万
機
の
政
務
を
聞
こ
し
食
さ
れ
け
れ
ば
　

「
八
　

高
倉
天

皇
御
即
位
の
事
」
に
、「
仁
安
三
年
三
月
廿
日
、
大
極
殿
に
於
い
て
新
帝
〈
高
倉

院
〉
御
即
位
有
り
」（
一
九
オ
）
と
あ
る
記
事
を
受
け
る
が
、
当
該
記
事
で
は
、

三
月
二
十
日
に
高
倉
院
御
践
祚
と
誤
る
。
高
倉
天
皇
の
受
禅
践
祚
は
、
仁
安
三
年

（
一
一
六
八
）
二
月
十
九
日
に
閑
院
邸
で
、
即
位
は
三
月
二
十
日
に
大
極
殿
で
行

わ
れ
た
。〈
闘
〉
と
同
様
に
、
高
倉
天
皇
践
祚
の
後
の
こ
と
と
す
る
の
が
、〈
盛
〉。

〈
盛
〉「
高
倉
院
践
祚
之
後
ハ
、無
二

諍
方
一

、一
院
万
機
之
政
ヲ
聞
召
シ
ヽ
カ
バ
」（
１

―
一
二
四
頁
）。
一
方
、即
位
の
後
の
こ
と
と
す
る
の
が
、〈
四
・
延
・
長
〉。〈
延
〉「
当

今
御
即
位
之
後
ハ
、法
皇
モ
イ
ト
ヾ
分
ク
方
ナ
ク
、万
機
ノ
政
ヲ
被
知
食
シ
カ
バ
」

（
巻
一
―
五
四
オ
）。
こ
れ
に
対
し
て
、〈
南
・
屋
・
覚
・
中
〉
で
は
、
翌
嘉
応
元

年
（
一
一
六
九
）
七
月
十
六
日
（
史
実
で
は
六
月
十
七
日
）
の
後
白
河
院
の
出
家

後
の
こ
と
と
す
る
。〈
覚
〉「
さ
る
程
に
、
嘉
応
元
年
七
月
十
六
日
、
一
院
御
出
家

あ
り
。御
出
家
の
後
も
、万
機
の
政
を
き
こ
し
め
さ
れ
し
あ
ひ
だ
」（
上
―
三
八
頁
）。

「
別
く
方
無
く
」
は
、「
聞
こ
し
食
さ
れ
け
れ
ば
」
に
か
か
る
。
そ
の
間
に
挟
ま
れ

る
「
四
海
の
安
危
を
ば
掌
の
内
に
照
ら
し
、
百
王
の
理
乱
を
ば
心
の
中
に
懸
け
」

は
、〈
闘
〉
の
独
自
増
補
記
事
。〈
覚
〉
や
真
名
本
『
曽
我
物
語
』
で
は
、「
名
虎
」

関
連
記
事
に
見
え
る
。
こ
の
句
は
、も
と
は
『
白
氏
文
集
』
新
楽
府
の
「
百
錬
鏡
」

に
よ
る
が
、
直
接
に
は
『
和
漢
朗
詠
集
』
下
「
帝
王
」
に
見
る
「
四
海
安
危
照
掌

内
　

百
王
理
乱
懸
心
中
」（
旧
大
系
二
一
八
頁
）
に
よ
る
。
太
宗
が
賢
臣
を
用
い

て
善
政
を
行
っ
た
こ
と
に
擬
え
る
の
だ
が
、「
別
く
方
無
く
」（
院
も
内
も
区
別
な

く
）
と
い
う
政
治
形
態
と
も
違
和
感
が
あ
ろ
う
し
、
こ
の
後
の
、
後
白
河
法
皇
の

側
近
の
者
達
が
、
十
分
で
あ
る
は
ず
の
朝
恩
を
不
足
に
思
い
、
平
家
の
存
在
を
不

満
に
思
っ
た
と
の
記
事
に
も
そ
ぐ
わ
な
い
だ
ろ
う
。な
お
、当
該
記
事
を
、〈
四
・
延
・

長
・
盛
・
南
・
屋
・
覚
・
中
〉
は
、「
殿
下
乗
合
」
記
事
の
前
に
置
く
の
に
対
し
、

〈
闘
〉
は
、
頼
朝
伊
豆
流
離
譚
の
間
に
挿
入
す
る
。
こ
れ
は
、〈
闘
〉
編
者
が
、
頼

朝
伊
豆
流
離
譚
を
巻
一
上
に
挿
入
す
る
に
際
し
、
こ
の
前
後
の
記
事
を
含
め
て
編

年
構
成
に
組
み
替
え
た
か
ら
で
あ
る
。
当
該
記
事
の
前
後
の
記
事
を
示
す
と
次
の

よ
う
に
な
る
。
＊
は
頼
朝
伊
豆
流
離
譚
。

　
　

仁
安
三
年
（
一
一
六
八
）
三
月
廿
日
　
　
　

高
倉
院
即
位

　

＊
同
じ
き
年
の
弥
生
の
頃
　
　
　
　
　
　
　
　

頼
朝
、
伊
東
の
三
女
に
通
う

当
該
記
事
（
仁
安
三
年
〈
戊
子
〉
三
月
廿
日
、高
倉
院
御
踐
祚
の
後
は
…
）

　

＊
嘉
応
元
年
（
一
一
六
九
）
七
月
十
一
日
、
伊
東
祐
親
、
大
番
役
を
終
え
下
向

〇
法
皇
の
近
く
召
し
仕
は
れ
け
る
公
卿
・
殿
上
人
以
下
、
北
面
の
輩
に
至
る
ま
で

　

法
皇
側
近
の
公
卿
・
殿
上
人
、
北
面
の
輩
と
は
、
こ
の
後
の
鹿
谷
事
件
や
白
山

事
件
の
要
因
と
な
っ
た
と
記
さ
れ
る
、
成
親
や
康
頼
、
あ
る
い
は
西
光
等
を
早
く

も
想
起
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
当
該
句
Ｂ
を
、
後
白
河
法
皇
が
Ａ
「
万
機
の

政
務
を
聞
こ
し
食
さ
れ
け
れ
ば
」
に
接
続
さ
せ
る
の
が
、〈
闘
・
盛
・
南
・
中
〉。

〈
南
〉「
御
出
家
ノ
後
モ
政
ヲ
バ
聞
食
ケ
レ
バ
、
院
ニ
召
仕
参
ル
公
卿
・
殿
上
人
・

上
下
ノ
北
面
ニ
至
マ
デ
」（
上
―
七
一
頁
）。
こ
れ
に
対
し
て
、〈
四
・
延
・
屋
・
覚
〉

は
、Ａ
と
Ｂ
の
間
に
、次
の
一
文
が
入
る
。〈
四
〉「
院
内

の

御
中
不
レ

疎
ナ
ラ

聞
ユ

」（
二
九
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右
）、〈
延
〉「
院
内
ノ
御
中
、御
コ
ヽ
ロ
ヨ
カ
ラ
ズ
ト
ゾ
聞
エ
シ
」（
五
四
オ
）、〈
屋
〉

「
院ン

内
ノ
御
間ナ

カ

御
心
ヨ
カ
ラ
ズ
」（
四
四
頁
）、〈
覚
〉「
院
・
内
わ
く
方
な
し
」（
上

―
三
八
頁
）。
院
内
の
仲
は
不
仲
と
す
る
の
が
〈
延
・
屋
〉、こ
れ
に
対
し
て
、〈
四
〉

は
、
院
内
の
仲
は
良
か
っ
た
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
内
を
高
倉
天
皇
そ
の
人
と
考

え
れ
ば
、
両
者
に
確
執
が
あ
っ
た
と
は
考
え
が
た
く
、〈
四
〉
が
正
し
い
。
一
方
、

内
を
高
倉
天
皇
の
周
辺
を
固
め
る
平
家
を
中
心
と
す
る
側
近
勢
力
と
考
え
れ
ば
、

両
者
は
協
調
の
反
面
で
常
に
緊
張
関
係
に
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

〈
延
・
屋
〉
に
見
る
よ
う
な
関
係
も
考
え
ら
れ
よ
う
。〈
盛
全
釈
〉「
高
倉
院
践
祚

之
後
ハ
無
諍
方
、
一
院
万
機
之
政
ヲ
聞
召
シ
ヽ
カ
バ
」（
八
―
一
五
～
一
七
頁
）

の
注
解
参
照
。
　

〇
皆
程
々
に
随
つ
て
、官
位
俸
禄（
捧
録
）身
に
余
り
、朝
恩（
思
）

を
蒙
る
と
雖
も
、
人
の
心
の
習
ひ
な
れ
ば
、
猶
不
足
に
此
れ
を
欲
ふ
間
　

平
家
一

門
の
奢
り
を
批
判
す
る
の
で
は
な
く
、
平
家
へ
の
嫉
妬
の
余
り
、
清
盛
入
道
の
一

門
ば
か
り
が
「
国
を
塞
ぎ
、
官
を
妨
ぐ
る
事
を
」「
目
覚
し
く
」
思
う
後
白
河
院

側
近
を
批
判
的
に
描
い
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
そ
う
し
た
描
き
方
は
、
清

水
寺
炎
上
の
折
の
西
光
の
発
言
に
も
通
じ
る
し
、
こ
の
後
、
鹿
谷
事
件
を
後
白
河

院
側
近
の
成
親
の
私
怨
に
よ
る
も
の
と
し
、
山
門
事
件
を
も
同
じ
く
側
近
の
西
光

親
子
の
私
怨
や
私
憤
に
よ
る
と
し
て
、
批
判
的
に
描
く
こ
と
と
通
い
合
う
と
言
え

よ
う
。
　

〇
此
の
入
道
の
一
類
の
み
多
く
国
を
塞
ぎ
、
官
を
妨
ぐ
る
事
を
、
各
目

覚
し
く
思
ひ
し
程
に
　

仁
安
三
年
（
一
一
六
八
）
か
ら
鹿
谷
の
乱
が
起
き
た
治
承

元
年
（
一
一
七
七
）
ま
で
の
大
国
と
上
国
の
国
司
補
任
者
の
内
、平
家
関
係
者
（
親

平
家
を
含
む
）
と
後
白
河
院
近
臣
者
（
治
承
三
年
の
ク
ー
デ
タ
ー
の
折
の
処
分
者

を
参
考
に
し
た
。
但
し
、
平
時
家
は
除
く
）
と
の
内
訳
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

平
家
関
係
者

大
国
　

河
内
国
（
平
信
兼
）、武
蔵
国
（
平
知
重
）、越
前
国
（
平
資
盛
、平
通
盛
）

上
国
　

越
中
国
（
平
盛
俊
？
）、因
幡
国
（
藤
原
隆
房
、藤
原
隆
保
）、紀
伊
国
（
平

為
盛
）、讃
岐
国
（
平
時
実
）、筑
前
国
（
平
貞
能
）、豊
前
国
（
平
重
康
）

後
白
河
院
近
親
者

大
国
　

常
陸
国
（
高
階
経
仲
）、上
野
国
（
藤
原
範
季
）、陸
奥
国
（
藤
原
範
季
）

上
国
　

山
城
国
（
中
原
基
兼
）、
尾
張
国
（
平
信
業
）、
遠
江
国
（
藤
原
季
能
）、

駿
河
国
（
藤
原
為
保
）、
相
模
国
（
平
業
房
）、
出
羽
国
（
藤
原
顕
経
）、

加
賀
国
（
藤
原
師
高
、
平
親
国
）、
越
後
国
（
平
信
業
）、
美
濃
国
（
吉

田
定
経
）、
丹
波
国
（
藤
原
成
経
）、
備
中
国
（
藤
原
光
憲
、
源
信
賢
、

源
雅
賢
）、
伯
耆
国
（
平
親
宗
）、
出
雲
国
（
藤
原
能
盛
）、
安
芸
国
（
藤

原
能
盛
）、
周
防
国
（
藤
原
季
能
）、
阿
波
国
（
平
親
国
）、
伊
予
国
（
藤

原
親
信
、
高
階
泰
経
）

大
国
に
つ
い
て
は
差
が
な
い
が
、
上
国
に
つ
い
て
は
、
後
白
河
院
近
親
者
の
方
が

遥
か
に
数
が
多
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
院
の
近
習
者
は
、「
此
の
入
道
の
一
類

の
み
多
く
国
を
塞
ぎ
」
と
不
満
に
思
っ
て
い
た
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
院
近
習
者

の
強
欲
さ
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

〇
踈
か
の
人
も
無
き
時
は
　

〈
四
〉

「
不
レ

踈
ト
カ
ラ

土ツ
ト

並ハ
チ

に
は

」（
巻
一
―
二
九
左
）、〈
延
〉「
ウ
ト
カ
ラ
ヌ
ド
シ
ハ
」（
巻
一
―

五
四
オ
）、〈
長
〉「
お
ろ
そ
か
な
ら
ぬ
輩ツ

ト
シ
ニ
ハは

」（
１
―
五
六
頁
）、〈
盛
〉「
不
疎

輩
ハ
」（
１
―
一
二
四
頁
）、〈
南
〉「
外ウ

ト

カ
ラ
ヌ
輩
ハ
」（
上
―
七
二
頁
）、〈
屋
〉

「
不
レル

踈ウ
ト

カ
ラ

ト
シ
ハ
」（
巻
一
―
四
五
頁
）、〈
覚
〉「
う
と
か
ら
ぬ
ど
ち
は
」（
上
―

三
八
～
三
九
頁
）、〈
中
〉「
う
と
か
ら
ぬ
と
も
だ
ち
は
」（
上
―
三
九
頁
）。〈
闘
〉

も
同
様
で
、
親
し
い
者
達
ば
か
り
の
時
は
の
意
。
近
習
者
達
の
包
み
隠
す
こ
と
の

な
い
本
音
が
吐
露
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

〇
此
の
入
道
の
亡（
巳
）び
た
ら
ば
　

「
入

道
」
は
、清
盛
を
指
そ
う
。
但
し
、清
盛
は
、仁
安
三
年
（
一
一
六
八
）
時
点
で
は
、

前
太
政
大
臣
。
こ
の
年
の
二
月
十
一
日
に
は
、
病
に
よ
り
出
家
し
て
い
る
。
入
道
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と
も
見
え
る
。
先
に
引
用
し
た
『
神
道
集
』
の
他
、『
元
亨
釈
書
』
の
清
水
寺
延

鎮
伝
に
は
、
奥
州
の
逆
賊
高
丸
を
討
て
と
の
勅
命
を
受
け
た
田
村
麻
呂
は
、
延
鎮

の
協
力
を
得
て
、神
楽
岡
で
高
丸
を
射
殺
し
た
と
す
る（
国
史
大
系
本
一
四
〇
頁
）。

ま
た
、『
義
経
記
』
に
は
、「
一
巻
の
書
」
の
説
明
に
際
し
、「
本
朝
の
武
士
に
は
、

坂
上
田
村
丸
、
こ
れ
を
読
み
伝
へ
て
、
あ
く
じ
の
高
丸
を
取
り
、
藤
原
利
仁
こ
れ

を
読
み
て
、
赤
頭
の
四
郎
将
軍
を
取
る
」（
旧
大
系
八
二
頁
）
と
引
く
。
他
に
、

延
文
元
年
（
一
三
五
六
）
の
成
立
と
さ
れ
る
『
諏
訪
大
明
神
絵
詞
』
に
は
、「
桓

武
天
皇
御
宇
、東
夷
安
倍
高
丸
暴
悪
の
時
、将
軍
坂
の
上
の
田
村
丸
延
暦
廿
年
〈
辛

巳
〉
二
月
勅
を
奉
給
ハ
テ
、
追
討
の
為
に
山
道
を
へ
て
奥
州
に
下
向
。
是
則
征
夷

大
将
軍
の
始
也
」（
続
群
書
三
下
―
四
九
九
頁
）
と
あ
る
。
し
か
し
、『
吾
妻
鏡
』

文
治
五
年
（
一
一
八
九
）
九
月
二
十
八
日
条
に
は
、
奥
州
藤
原
氏
を
討
伐
し
た
頼

朝
が
立
ち
寄
っ
た
田

た
つ
こ
く
の
い
わ
や

谷
窟
を
紹
介
す
る
記
事
で
は
、「
田
村
麿
利
仁
等
将
軍
、
奉

二

綸
命
一

征
レ

夷
之
時
、
賊
主
悪
路
王
并
赤
頭
等
構
レ

塞
之
岩
屋
也
」
と
あ
る
こ
と
か

ら
す
れ
ば
、
鎌
倉
期
の
『
吾
妻
鏡
』
に
見
る
悪
路
王
伝
説
は
、〈
闘
〉
の
成
立
し

た
南
北
朝
初
期
に
は
、
悪
事
の
高
丸
と
名
を
変
え
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
よ
う
。

な
お
、
田
村
麻
呂
の
任
大
納
言
は
、
大
同
五
年
（
八
一
〇
）
九
月
十
日
。
こ
の
当

時
は
権
大
納
言
は
設
置
さ
れ
て
お
ら
ず
、
高
丸
を
討
伐
し
た
結
果
、
権
大
納
言
に

任
官
し
た
と
い
う
事
実
も
無
い
。
　

〇
貞
盛
・
秀
郷
が
承
平
の
将
門
を
打
ち
し
、

源
頼
義
が
天
喜
の
貞
任
を
誅
せ
し
、
其
の
勧
賞
、
受
領
に
は
過
ぎ
ず
　

〈
闘
・
盛
〉

は
欠
く
が
、〈
四
・
延
・
長
・
南
・
屋
・
覚
・
中
〉
は
、
寛
治
元
年
（
一
〇
八
七
）

に
終
結
し
た
後
三
年
合
戦
の
件
を
も
記
す
。〈
延
〉「
義
家
ガ
武
衡
ヲ
攻
タ
リ
シ
モ
」

（
巻
一
―
五
四
ウ
）。
し
か
し
、
後
三
年
合
戦
は
私
戦
と
見
な
さ
れ
恩
賞
は
行
わ
れ

な
か
っ
た
（〈
延
全
注
釈
〉
巻
一
―
三
一
〇
頁
）。
将
門
の
乱
、
前
九
年
の
役
の
論

功
行
賞
に
際
し
、「
其
の
勧
賞
、受
領
に
は
過
ぎ
ず
」
と
い
う
記
載
は
正
し
い
。『
扶

と
す
る
点
は
正
し
い
が
、
受
領
対
象
者
で
は
無
い
。
こ
こ
は
、〈
四
・
延
・
長
・
盛
・

南
〉「
此
人
ノ
」（〈
延
〉
巻
一
―
五
四
オ
）
か
、〈
屋
・
覚
・
中
〉「
其
人
の
」（〈
覚
〉

上
―
三
八
頁
）
が
正
し
い
。〈
闘
〉
の
本
文
は
、〈
四
・
延
・
長
〉
の
「
此
入
道
ノ

一
類
、
国
ヲ
モ
庄
ヲ
モ
多
塞
タ
ル
事
、
目
ザ
マ
シ
ク
思
テ
」（
巻
一
―
五
四
オ
）

を
曲
解
し
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
本
文
で
あ
ろ
う
。
　

〇
昔
、
国
常
立
尊
よ
り
第

七
代
伊
弉
諾
・
伊
弉
冉
尊
の
御
子
天
照
大
神
、
我
が
朝
秋
津
島
を
知
ろ
し
食
し
て

よ
り
以
来
　

「
臣
下
争
か
軽
ん
ず
べ
け
ん
や
」
ま
で
、〈
闘
〉
の
独
自
異
文
。
当
該

記
事
は
、次
に
示
す『
日
本
書
紀
』の
記
載
に
ほ
ぼ
一
致
す
る
。「
自
二

国
常
立
尊
一

、

迄
二

伊
弉
諾
尊
・
伊
弉
冉
尊
一

、是
謂
二

神
世
七
代
一

者
矣
」（
旧
大
系
、上
―
七
九
頁
）。

天
照
大
神
は
、
伊
弉
諾
尊
・
伊
弉
冉
尊
の
子
。「
伊
弉
諾
尊
・
伊
弉
冉
尊
、
共
議
曰
、

吾
已
生
二

大
八
洲
国
及
山
川
草
木
一

。
何
不
レ

生
二

天
下
之
主
者
一

歟
。
於
是
、
共
生
二

日
神
一
。

号
二

大
日
孁
貴
一〈
大
日
孁
貴
、此
云
二

於
保
比
屢
咩
能
武
智
一

。孁
音
力
丁
反
。

一
書
云
、
天
照
大
神
。
一
書
云
、
天
照
大
日
孁
尊
〉」（
旧
大
系
、
上
―
八
七
頁
）。

　

〇
田
村
麻
呂
〈
嵯
峨
天
皇
の
時
の
人
〉
は
高
丸
を
誅
し
て
権
大
納
言
の
位
に
登

る
と
雖
も
、
未
だ
摂
録
の
臣
に
は
補
さ
ず
　

坂
上
田
村
麻
呂
が
、
鎮
守
府
将
軍
や

征
夷
大
将
軍
に
任
じ
ら
れ
、
蝦
夷
討
伐
に
遣
わ
さ
れ
、
阿
弖
利
為
を
降
伏
さ
せ
た

の
は
桓
武
天
皇
の
在
位
中
。
東
洋
文
庫
本
『
神
道
集
』「
人
王
五
十
代
桓
武
天
王

ノ

御
時
、
奥
州

ニ

悪
事

ノ

高
丸

ト

有
二

云
者
一

」（
一
〇
八
頁
）。
嵯
峨
天
皇
の
時
の
人
と

す
る
の
は
、
弘
仁
元
年
（
八
一
〇
）、
平
城
上
皇
と
嵯
峨
天
皇
と
の
対
立
か
ら
生

じ
た
薬
子
の
変
の
折
、
田
村
麻
呂
は
嵯
峨
天
皇
の
側
に
つ
き
、
勝
利
に
貢
献
し
た

こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。〈
南
〉「
昔
平
城
天
皇
ト
嵯
峨
天御

皇門

ト
御
合
戦
ノ
時
、

大
将
軍
坂
上
ノ
田
村
丸
、
平
城
天
皇
ヲ
責
落
シ
奉
リ
タ
リ
シ
勧
賞
ニ
コ
ソ
、
中
納

言
ノ
大
将
ニ
ハ
成
レ
タ
リ
ケ
レ
」（
上
―
九
五
頁
）。
高
丸
は
、〈
闘
〉
巻
五
に
「
田

村
ノ

将
軍

ハ

雖
為タ

二リ
ト

権
他化

ノ

人
一

為
レ

責
二カ

悪
事

ノ

高
丸
一ヲ

送
二

十
三
年

ノ

春
秋
一ヲ

」（
一
八
オ
）

― 187 ―
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桑
略
記
』（
天
慶
三
年
三
月
九
日
条
）
に
よ
れ
ば
、
藤
原
秀
郷
は
、
従
四
位
下
に

叙
し
、
下
野
武
蔵
両
国
守
を
兼
任
、
平
貞
盛
は
、
従
五
位
上
に
叙
し
、
任
右
馬
助
。

ま
た
、『
扶
桑
略
記
』（
康
平
六
年
二
月
二
十
七
日
条
）
に
よ
れ
ば
、
源
頼
義
は
正

四
位
下
に
叙
し
、
任
伊
予
守
、
源
義
家
は
、
従
五
位
下
に
叙
し
、
任
出
羽
守
で
あ
っ

た
。
　

〇
然
る
に
清
盛
入
道
、
官
位
俸
禄
（
捧
録
）
其
の
身
に
過
ぎ
、
一
門
の
繁

昌
世
に
超
え
た
り
　

〈
闘
〉
の
独
自
異
文
。
仁
安
三
年
（
一
一
六
八
）
時
点
で
は
、

清
盛
は
、
従
一
位
前
太
政
大
臣
。
但
し
、
こ
の
年
の
二
月
十
一
日
に
、
清
盛
は
、

病
に
よ
り
出
家
し
て
い
た
。
該
当
部
、〈
四
・
延
・
長
・
盛
・
南
・
屋
・
覚
・
中
〉「
清

盛
ガ
指
テ
シ
出
シ
タ
ル
事
モ
無
テ
、カ
ク
心
ノ
マ
ヽ
ニ
振
舞
コ
ソ
然
ル
ベ
カ
ラ
ネ
」

（〈
延
〉
巻
一
―
五
四
ウ
。
傍
線
部
は
、〈
四
・
盛
・
屋
・
覚
・
中
〉
な
し
）。
　

〇

故
に
永
暦
・
応
保
の
比
よ
り
悪
行
倍
増
し
、
無
道
非
礼
な
り
　

〈
闘
〉
の
独
自
異

文
。
平
家
の
悪
行
が
、
永
暦
・
応
保
の
頃
（
一
一
六
〇
～
）
か
ら
倍
増
し
た
と
す

る
の
だ
が
、こ
の
後
に
続
く
殿
下
乗
合
事
件
（
嘉
応
二
年
〔
一
一
七
〇
〕）
で
は
、

諸
本
と
同
様
に
、
目
次
で
も
「
十
三
　

大
政
入
道
清
盛
悪
行
始
事
」
と
す
る
し
、

本
文
で
も
、「
此
聞
二ヘ

シ

平
家

ノ

悪
行
始
一ト

ソ

」（
二
七
ウ
）
と
記
す
訳
だ
か
ら
、
不
整

合
を
来
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
　

〇
是
れ
王
法
の
尽
く
る
か
、
将
又
仏
法
の
滅

ぶ
る
か
」
と
ぞ
仰
せ
有
り
け
る
　

「
仏
法
の
滅
ぶ
る
か
」
と
す
る
の
は
、〈
闘
〉
の

み
。〈
延
〉「
此
モ
末
代
ニ
成
リ
、
王
法
ノ
尽
ヌ
ル
ニ
ヤ
」
ト
、
不
安
一カ

ラ

被
思
食
一

ケ
レ
ド
モ
」（
巻
一
―
五
四
ウ
）。
な
お
、〈
延
・
長
・
南
・
屋
・
覚
・
中
〉
は
、「
事

ノ
次
無
レ
バ
、
君
モ
御
誡
モ
ナ
シ
。
又
平
家
モ
朝
家
ヲ
怨
奉
ル
事
モ
無
テ
有
ケ
ル

ホ
ド
ニ
、
代
ノ
乱
ケ
ル
根
元
ハ
」（〈
延
〉
巻
一
―
五
四
ウ
）
と
記
し
、
以
下
「
殿

下
乗
合
」
記
事
に
接
続
す
る
。

【
原
文
】

十
　

頼
朝同

十
一
月
下
旬
十
四
日

子
息
千
鶴
御
前
被
失
事

嘉
―

応
元
年
〈

１

巳
丑
〉
七
月
十
一
日
伊
―

東
ノ

次
郎
祐
―

親
終

ケ
レ
ハ

大
―

番
役
一モ

自
京
（
一
）

下
―

向
シ
テ

見
前
―

裁
方
一ヲ

三
―

歳
計

ノ

少
―

者
ヲ

小
―

女
―

童
ノ

懐
之▽

二
一
ウ

（
一
）

遊
ケ
レ
ハ

祐
―

親
見
此
（
一
）

袷
ノ

少
―

者
誰
―

子
ソ
ト

問
二ケ

レ
ハ

妻
―

女
一ニ

々
―

々
対

ヘ
ケ
ル
ハ

袷
コ
ソ

殿
被

ル

秘
―

蔵
一セ

三
ノ

御
―

方
ノ

不
聞
制
一ス

ル
ヲ
モ

而
相
―二

具
シ

流
―

人
右
兵
衛
佐
殿
一ニ

所
レ

設
（
一
）

御
子
千
鶴
御
―

前
ト
ハ

是
也
被
云
（
一
）

祐
―

親

聞
テ（

レ
）

此
大
腹
―

立
シ

申
ケ
ル
ハ

雖
娘

ナ
リ
ト

（
一
）

不
可
親
（
一
）

雖
孫
（
一
）

不
可
愛
（
一
）

背
キ

親
―

命
一ヲ

生
ム

流
―

人
ノ

子
一ヲ

有
平
―

家
ノ

聞
一

者
祐
―

親
定

テ

可
蒙
其
罪
―

科
一ヲ

急
―

々
無
披
―

露
（
一
）

之
前

ニ

可
レト

テ

失
二

彼
―ノ

者
一ヲ

召
―二

寄
郎
―

従
二
―

人
雑
―

色
三
―

人
一

請
―二

取
孫

ノ

千
鶴
一ヲ

五
人

ノ

者
―

共
請
―二

取
リ

此
一ヲ

将
―二

行
キ

伊
豆
国
松
―

河
白
―

瀧
一ニ

奉
ケ
レ

下
―二

居
河
―

縁
一ニ

者
少
―

人
見
―二

廻
（
玉
）
テ

四
方
一ヲ

言
二玉

ヘ
ハ

父
―

御
ハ

何
―ニ

ソ

母
御

ハ

何
ニ
ソ
ト

（
一
）

袷
―

々
ノ

瀧
下

ニ
ト

申
此

ヲ（
一
）

去
―

来
―

然
言

玉
フ

疾
―

行
一カ

ム

時
此
者
―

共
無
情
（
一
）

付
沈
一ヲ

罧
―

コ
ソ

糸
―

惜
ケ
レ

【
釈
文
】

十
　

頼
朝
の
子
息
、
千
鶴
御
前
失
な
は
る
る
事
〔
同
じ
き
十
一
月
下
旬
十
四
日
〕

　

嘉
応
元
年
〈
己
（

１

巳
）
丑
〉
七
月
十
一
日
、
伊
東
の
次
郎
祐
親
、
大
番
役
も
終は

て
け
れ
ば
、
京
よ
り
下
向
し
て
、
前せ

ん

栽ざ
い

（
裁
）
の
方
を
見
け
れ
ば
、
三
歳
ば
か
り
の
少

を
さ
な

き
者
を
、
小
さ
き
女

め
の
わ
ら
は

童
の
之▽

二
一
ウを

懐
き
て
遊
び
け
れ
ば
、
祐
親
此
れ
を
見
て
、「
袷あ

の
少
き
者
は
誰た

が
子
ぞ
」
と
妻
女
に
問
ひ
け
れ
ば
、
妻
女
対こ

た

へ
け
る
は
、「
袷あ

れ
こ
そ
殿
の

秘
蔵
せ
ら
る
る
三
の
御
方
の
、
制
す
る
を
も
聞
か
ず
し
て
、
流
人
右
兵
衛
佐
殿
に
相
ひ
具
し
て
設
く
る
所
の
御
子
、
千
鶴
御
前
と
は
是
れ
な
り
」
と
云
は
れ
け
り
。
祐
親
此
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（
六

）

当
該
記
事
は
、〈
延
・
盛
〉
に
見
る
よ
う
に
、
年
月
日
は
記
さ
ず
、
千
鶴
が
三
歳

の
時
と
の
み
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
、〈
闘
〉
は
、
年
月
日
を
併
せ
て
記

し
、
編
年
構
成
を
取
っ
た
も
の
の
、
先
に
見
た
よ
う
な
不
整
合
を
来
し
た
と
考
え

ら
れ
る
。
　

〇
伊
東
の
次
郎
祐
親
、
大
番
役
も
終
て
け
れ
ば
　

五
味
文
彦
に
よ
れ

ば
、
大
番
役
は
、
鎌
倉
期
以
前
に
は
、
平
家
を
通
じ
て
平
家
に
よ
り
組
織
さ
れ
た

武
士
が
勤
仕
し
た
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
平
家
が
内
裏
大
番
役
を
通
じ
て
諸
国

武
士
を
組
織
化
す
る
出
発
点
と
し
て
は
、
保
元
・
平
治
の
乱
以
後
の
、
応
保
二
年

（
一
一
六
二
）
の
頃
で
あ
ろ
う
と
す
る
（
二
一
～
二
二
頁
）。
後
者
に
つ
い
て
、
木

村
英
一
は
、
内
裏
大
番
役
は
、
後
白
河
院
と
平
氏
と
の
政
治
的
連
携
の
も
と
で
、

閑
院
内
裏
を
居
所
と
す
る
王
（
高
倉
天
皇
）
を
守
護
す
る
軍
役
と
し
て
成
立
し
た

と
す
る
（
一
三
三
頁
）。
さ
ら
に
川
合
康
に
よ
れ
ば
、
平
氏
に
よ
っ
て
大
番
役
が

創
始
さ
れ
た
段
階
で
は
、
む
し
ろ
在
京
武
士
が
里
内
裏
の
警
固
に
組
織
さ
れ
る
こ

と
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
す
る
（
五
一
頁
）。
な
お
、
伊
東
祐
親
は
、
平

氏
の
家
人
。
野
口
実
に
よ
れ
ば
、
平
治
の
乱
後
、
伊
東
氏
は
そ
の
所
領
久
須
美
庄

の
領
家
に
平
重
盛
を
仰
い
だ
こ
と
に
よ
り
、
私
的
な
主
従
関
係
に
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
す
る
（
二
二
五
頁
）。
前
段
の
注
解
「
伊
東
次
郎
祐
親
に
娘
四
人
有
り

と
之
を
聞
く
」
参
照
（
一
一
―
一
三
頁
）。
　

〇
前
栽（
裁
）の
方
を
見
け
れ
ば
　

植
込
み
の
辺
り
で
千
鶴
を
見
付
け
た
と
す
る
点
は
、〈
延
・
盛
〉
真
名
本
『
曽
我

【
校
異
・
訓
読
】
１
「
巳
」
は
「
已
」
と
も
見
え
る
が
、い
ず
れ
も
「
己
」
の
誤
り
。

【
注
解
】
〇
頼
朝
の
子
息
、
千
鶴
御
前
失
な
は
る
る
事
〔
同
じ
き
十
一
月
下
旬

十
四
日
〕

　

「
同
じ
き
十
一
月
」
の
「
同
じ
き
」
と
は
、
目
次
の
九
に
付
さ
れ
た

注
記
の
仁
安
三
年
（
一
一
六
八
）
を
指
し
て
い
よ
う
。
し
か
し
、
頼
朝
の
子
息

千
鶴
御
前
が
殺
さ
れ
た
の
は
、〈
闘
〉
に
よ
れ
ば
、
次
に
見
る
よ
う
に
、
嘉
応
元

年
（
一
一
六
九
）
七
月
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
、
不
整
合
を
来
し
て
い
る
。
次
の

目
次
十
一
に
は
、「
同
十
一
月
下
旬
之
比
」
と
同
様
の
注
記
が
あ
る
こ
と
か
ら
す

れ
ば
、
こ
の
記
載
が
間
違
っ
て
こ
こ
に
記
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
続
く

「
十
四
日
」
が
「
下
旬
」
と
も
繋
が
ら
ず
、
十
四
日
と
す
る
記
載
も
見
ら
れ
ず
不

明
。
　

〇
嘉
応
元
年
〈
己
（
巳
）
丑
〉
七
月
十
一
日
　

嘉
応
元
年
の
干
支
は
、
己

丑
。
当
該
記
事
は
、
伊
東
祐
親
が
大
番
役
も
終
わ
り
、
京
か
ら
下
向
し
た
日
を
指

す
と
考
え
ら
れ
る
が
、
年
月
日
を
記
す
の
は
、〈
闘
〉
の
独
自
本
文
。〈
延
・
盛
〉

は
、
千
鶴
が
「
三
歳
ト
申
ケ
ル
年
ノ
春
」（〈
延
〉
巻
一
―
一
三
八
ウ
）
と
す
る
。

〈
闘
〉
も
、
こ
の
後
に
、「
三
歳
ば
か
り
の
少
き
者
」
と
す
る
点
同
様
だ
が
、
前
段

に
は
、
頼
朝
が
三
女
に
通
い
始
め
た
年
を
、「
同
じ
き
年
の
弥
生
の
比
」
と
し
て

い
た
。
そ
の
「
同
じ
き
年
」
と
は
、
目
次
に
注
記
さ
れ
た
年
次
に
見
る
よ
う
に
、

仁
安
三
年
（
一
一
六
八
）
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
で
は
千
鶴
は
二
歳
と

な
る
。
こ
こ
は
、
服
部
幸
造
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
頼
朝
が
三
女
に
通
い
始
め
た

年
を
、
一
年
遡
ら
せ
て
読
め
ば
、
問
題
は
解
消
す
る
が
（
一
〇
八
～
一
一
〇
頁
）、

れ
を
聞
い
て
、
大
き
に
腹ふ

く

立り
ふ

し
て
申
し
け
る
は
、「
娘
な
り
と
雖
も
親
し
む
べ
か
ら
ず
、
孫
な
り
と
雖
も
愛
す
べ
か
ら
ず
。
親
の
命め

い

を
背
き
、
流
人
の
子
を
生
む
。
平
家
の

聞
こ
え
有
ら
ば
、
祐
親
定
め
て
其
の
罪
科
を
蒙
る
べ
し
。
急
ぎ
急
ぎ
披
露
無
き
前
に
彼
の
者
を
失
ふ
べ
し
」
と
て
、
郎
従
二
人
・
雑
色
三
人
を
召
し
寄
せ
、
孫
の
千
鶴
を
請

け
取
ら
す
。
五
人
の
者
共
、
此
れ
を
請
け
取
り
、
伊
豆
国
松
河
の
白
瀧
に
将ゐ

て
行
き
、
河
の
縁は

た

に
下
り
居す

ゑ
奉
り
け
れ
ば
、
少
き
人
四
方
を
見
廻
し
た
ま
ひ
て
、「
父
御
は

何い
づ

く
に
ぞ
、
母
御
は
何
く
に
ぞ
」
と
言

の
タ
マ

へ
ば
、「
袷あ

れ
、
袷あ

の
瀧
の
下
に
」
と
此
れ
を
申
す
。「
去い

来ざ

、
然さ

ら
ば
疾と

く
行
か
む
」
と
言

の
タ
マ

ふ
時
、
此
の
者
共
、
情
け
無
く
沈
め
を

付
け
、
罧

ふ
し
づ
け

に
す
る
こ
そ
糸い

と

惜ほ
し

け
れ
。
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（
七

）

物
語
』・
流
布
本
『
曽
我
物
語
』
も
同
様
。〈
延
・
盛
〉「
前
栽
ノ
花
ヲ
折
テ
遊
ケ

ル
ヲ
」（〈
延
〉
巻
一
―
一
三
八
ウ
）。
　

〇
小
さ
き
女
童
の
之
を
懐
き
て
遊
び
け

れ
ば
　

女
童
に
つ
い
て
だ
が
、〈
盛
〉
は
、
高
倉
天
皇
の
寵
愛
を
得
た
葵
と
宿
禰

を
次
の
よ
う
に
紹
介
す
る
。〈
盛
〉「
中
宮
ノ
御
方
ニ
候
ケ
ル
女
房
ノ
召
仕
ケ
ル
女

童
二
人
ア
リ
。
一
人
ヲ
バ
葵
、
一
人
ヲ
バ
宿
禰
ト
云
」（
４
―
二
三
頁
）。
女
房
が

召
し
使
う
女
童
で
あ
っ
た
と
す
る
。
ま
た
、〈
覚
〉
に
は
、
狩
野
介
宗
茂
に
預
け

ら
れ
た
重
衡
の
入
浴
の
世
話
を
し
た
「
よ
は
ひ
廿
ば
か
り
な
る
女
房
」
と
、
盥
に

櫛
を
入
れ
て
持
っ
て
き
た「
十
四
五
ば
か
り
な
る
め
の
わ
ら
は
」（
下
―
二
六
三
頁
）

を
記
す
。
女
童
が
女
房
よ
り
下
位
身
分
の
者
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
が
、
当
時
の

女
子
の
成
人
年
齢
が
、
男
子
同
様
十
二
、三
歳
と
見
ら
れ
て
い
る
（
秋
山
喜
代
子

八
二
頁
）
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、「
童
」
と
あ
る
か
ら
と
言
っ
て
、
こ
れ
ら
の
事
例

は
、必
ず
し
も
少
女
と
解
す
る
必
要
は
な
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
当
該
箇
所
で
、

わ
ざ
わ
ざ
「
小
さ
き
」
と
記
す
の
は
、
そ
う
し
た
事
情
を
考
慮
す
べ
き
か
も
し
れ

な
い
。
な
お
、
当
該
箇
所
、〈
延
・
盛
〉
流
布
本
『
曽
我
物
語
』「
乳
母
ニ
抱
カ
レ

テ
」（〈
延
〉
巻
四
―
一
三
八
ウ
）。
真
名
本
『
曽
我
物
語
』「
若
君

は

被
レて

懐
レか

人
に

、

婢
（
シ
ツ
）

か

子
共

を

太
多
召

（
シ
）

具
（
シ
）
て

…
御
守

の

童メ

女ラ

ハ

」（
巻
二
―
一
八
オ
）。
　

〇
妻
女

に
問
ひ
け
れ
ば
　

〈
延
・
盛
〉
流
布
本
『
曽
我
物
語
』
で
は
、
乳
母
に
尋
ね
た
も

の
の
逃
げ
た
た
め
、
中
に
入
っ
て
妻
女
に
尋
ね
た
と
す
る
。
但
し
、
流
布
本
『
曽

我
物
語
』
は
、
妻
は
継
母
で
あ
っ
た
た
め
、
良
い
機
会
と
思
い
言
い
つ
け
た
と
す

る
点
が
新
趣
向
。
真
名
本
『
曽
我
物
語
』
は
、「
御
守

の

童メ

女ラ

」
に
尋
ね
た
と
こ
ろ

逃
げ
た
た
め
、中
に
入
り
女
房
（
妻
女
と
解
し
て
良
か
ろ
う
）
に
尋
ね
た
と
す
る
。

〈
闘
〉
が
、
千
鶴
を
抱
い
て
い
た
女
童
に
尋
ね
な
か
っ
た
の
は
、「
小
さ
き
」
と
す

る
設
定
と
関
わ
る
か
。
　

〇
袷
れ
こ
そ
殿
の
秘
蔵
せ
ら
る
る
三
の
御
方
の
、
制
す

る
を
も
聞
か
ず
し
て
…
　

〈
闘
・
延
〉
と
真
名
本
『
曽
我
物
語
』
と
の
詞
章
関
係
は
、

福
田
晃
に
よ
り
、
三
つ
巴
の
関
係
に
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
（
一
六
～

一
八
頁
）、
当
該
箇
所
に
お
い
て
も
確
認
し
う
る
。
具
体
的
に
指
摘
す
れ
ば
、
次

の
と
お
り
。

〈
闘
〉
袷
れ
こ
そ
殿
の
秘
蔵
せ
ら
る
る
三
の
御
方
の
、制
す
る
を
も
聞
か
ず
し
て
、

流
人
右
兵
衛
佐
殿
に
相
ひ
具
し
て
設
く
る
所
の
御
子
、
千
鶴
御
前
と
は
是

れ
な
り

〈
延
〉
京
上
シ
給
タ
ル
隙
ニ
、
イ
ツ
キ
ム
ス
メ
ノ
、
止
事
無
キ
殿
シ
テ
、
儲
給
タ

ル
少
キ
人
ナ
リ
（
巻
四
―
一
三
八
ウ
）

真
名
本
『
曽
我
物
語
』
咹

コ
ソ

殿
の

償
イ（
ツ
キ
）

遵
（
キ
下
フ
）

妃
君

の

京
上

の

跡
に

副制

ス
レ
と
も

不
レて

聞
に

為
（
シ
）二て

厳
（
イ
ツ
ク
シ
ケ
）

気
な
る

殿
一を

語
二け

る

儲
た
（
ケ
）る

子
一ソ

ヤ
と

（
巻
二
―
一
八
オ
）

傍
線
部
に
見
る
よ
う
に
、〈
闘
〉
と
真
名
本
『
曽
我
物
語
』
と
の
一
致
箇
所
も
見

ら
れ
る
が
、
波
線
部
に
見
る
よ
う
に
、〈
延
〉
と
真
名
本
『
曽
我
物
語
』
と
の
一

致
度
が
よ
り
高
い
。
さ
ら
に
、〈
闘
〉
で
は
、
祐
親
の
初
め
の
詰
問
で
、
妻
女
は
、

流
人
の
頼
朝
で
あ
る
こ
と
を
白
状
す
る
が
、〈
延
〉
真
名
本
『
曽
我
物
語
』
は
、

祐
親
が
さ
ら
に
詰
問
し
た
と
こ
ろ
、
妻
女
は
隠
し
お
お
す
こ
と
も
で
き
な
い
と
思

い
、「
兵
衛
佐
」
と
答
え
た
と
す
る
。
　

〇
娘
な
り
と
雖
も
親
し
む
べ
か
ら
ず
、

孫
な
り
と
雖
も
愛
す
べ
か
ら
ず
　

〈
闘
〉
の
独
自
異
文
。
こ
の
後
、
娘
を
離
縁
、

別
人
と
結
婚
さ
せ
、
孫
の
千
鶴
を
柴
漬
に
し
て
殺
す
と
い
う
祐
親
の
強
い
意
志
を

示
す
。
父
が
持
つ
家
父
長
権
に
は
、
こ
の
よ
う
に
生
か
す
も
殺
す
も
意
の
ま
ま
で

あ
る
権
力
が
与
え
ら
れ
て
い
た
（
服
藤
早
苗
一
二
〇
頁
）。
な
お
、〈
延
・
盛
〉
真

名
本
『
曽
我
物
語
』
に
は
、
次
の
や
や
類
似
し
た
一
文
が
見
ら
れ
る
。〈
延
〉「
商

人
、
修
行
者
ナ
ド
ヲ
男
ニ
シ
タ
ラ
ム
ハ
、
中

く
イ
カ
ヾ
ハ
ス
ベ
キ
」（
巻
四
―

一
三
九
オ
）、
真
名
本
『
曽
我
物
語
』「
世
間

に

幾
（
イ
ク
ラ
）

良
モ

迷
行

（
ア
リ
）

ク

乞
食
修
行
者

を
は

取
レと

も

聟
に
は

」（
巻
二
―
一
八
ウ
）。
　

〇
親
の
命
を
背
き
、
流
人
の
子
を
生
む
。
平
家
の
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（
八

）

【
引
用
研
究
文
献
】

＊
秋
山
喜
代
子
「
養
君
に
み
る
子
ど
も
の
養
育
と
後
見
」（
史
学
雑
誌
一
〇
二
―
１
、一
九
九
三
・
１
）

＊
川
合
康
「
中
世
武
士
の
移
動
の
諸
相
―
院
政
期
武
士
社
会
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
歴
史
の
な
か
の
移
動
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
』
桜
井
書
店
二
〇
〇
七
・
12
）

義
抄
〉「
縁
　

ハ
タ
」（
法
中
一
三
四
）。〈
延
・
盛
〉に
近
似
本
文
は
見
ら
れ
な
い
が
、

真
名
本
『
曽
我
物
語
』
に
は
近
似
本
文
あ
り
。「
成
二ナ

レ
は

今
和

の

時
一に

、
幼

キ

心
に

悟
二ツ

ヽ

此
の

有
様
一を

、
父

ヨ

母
ヨ

乳
母

ヨ

行
二ヌ

ル
ソ

何
（
イ
ヅ
チ
）

路
一ヘ

」（
巻
二
―
一
九
オ
）。〈
闘
〉
よ
り
さ
ら

に
展
開
を
遂
げ
た
形
で
あ
ろ
う
。
　

〇「
袷
れ
、袷
の
瀧
の
下
に
」と
此
れ
を
申
す
。

「
去
来
、
然
ら
ば
疾
く
行
か
む
」
と
言
ふ
時
　

〈
闘
〉
の
独
自
本
文
。
父
や
母
の
所

在
を
聞
い
た
の
に
対
し
て
、
郎
従
等
が
、
あ
の
滝
の
下
に
い
る
と
言
う
と
、
そ
れ

を
信
じ
た
千
鶴
御
前
が
、
そ
れ
な
ら
ば
早
く
行
こ
う
と
言
っ
た
と
す
る
。
　

〇
罧

　

巻
一
下
に
「
罧
禦
」（
三
六
ウ
）
の
用
例
あ
り
。〈
延
・
盛
〉「
フ
シ
ヅ
ケ
」（〈
延
〉

巻
四
―
一
三
九
ウ
）、
真
名
本
『
曽
我
物
語
』「
伏フ

シ

混ヒ
テ

」（
巻
二
―
一
九
オ
）。
子
供

は
、
七
歳
に
な
る
と
、
こ
の
世
界
の
「
人
」
に
正
式
に
仲
間
入
り
を
し
て
、
大
人

と
同
等
の
働
き
を
す
る
た
め
の
学
習
が
開
始
さ
れ
る
と
い
う（
松
本
昭
彦
五
頁
）。

あ
る
い
は
、
服
藤
早
苗
に
よ
れ
ば
、
七
歳
以
下
の
子
供
が
亡
く
な
る
と
、
大
人
の

よ
う
に
葬
式
も
せ
ず
、
火
葬
に
付
す
こ
と
も
な
く
、
布
や
袋
に
包
ん
で
川
原
や
墓

地
な
ど
に
捨
て
ら
れ
た
と
い
う
（
一
七
九
頁
。
松
本
昭
彦
二
頁
）。
七
歳
と
な
っ

て
初
め
て
一
人
の
「
人
間
」
と
し
て
扱
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
認
識
の
違

い
が
、
子
供
の
殺
害
方
法
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
ら
し
い
。〈
延
〉「
少
モ
ヲ
ト

ナ
シ
キ
ヲ
バ
首
ヲ
切
、
指
殺
ス
。
無
下
ニ
少
キ
ヲ
バ
圧
殺
、
水
ニ
沈
メ
、
穴
ヲ
堀

テ
埋
ミ
ナ
ム
ド
ゾ
シ
ケ
ル
」（
巻
一
二
―
二
四
ウ
）。
三
歳
の
千
鶴
が
罧
禦
と
さ
れ
、

『
保
元
物
語
』
で
は
、
為
義
の
幼
子
、
七
歳
の
天
王
を
初
め
と
す
る
三
人
の
兄
た

ち
が
全
員
斬
首
さ
れ
た
の
も
こ
う
し
た
違
い
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
（
佐
伯
真
一
、

一
七
六
～
一
七
七
頁
）。

聞
こ
え
有
ら
ば
、
祐
親
定
め
て
其
の
罪
科
を
蒙
る
べ
し
　

〈
延
・
盛
〉
真
名
本
『
曽

我
物
語
』
に
も
類
似
し
た
一
文
が
見
ら
れ
る
が
、〈
延
・
盛
〉
真
名
本
『
曽
我
物
語
』

の
方
に
、
よ
り
一
致
度
は
高
い
。〈
延
〉「
源
氏
ノ
流
人
聟
ニ
取
タ
リ
ト
聞
エ
テ
、

平
家
ノ
御
咎
メ
ア
ラ
ム
時
ハ
、
イ
カ
ヾ
ハ
ス
ベ
キ
」（
巻
四
―
一
三
九
オ
）、
真
名

本
『
曽
我
物
語
』「
当
時
无
レシ

世
に

源
氏

の

流
人

を

取
レて

聟
に

生
レセ

ツ
ヽ

子
を

、
自
二

平
家
方
一

有
二ら

む

御

科
（
ト
カ
メ
）一の

時
は

入
道

か

何
（
イ
）か

か

可
二（

キ
）

答
申
一す

」（
巻
二
―
一
八
ウ
）。
　

〇
急
ぎ
急

ぎ
披
露
無
き
前
に
彼
の
者
を
失
ふ
べ
し
　

平
家
に
知
ら
れ
る
前
に
、
急
い
で
千
鶴

を
殺
せ
と
の
一
文
、〈
闘
〉
の
独
自
異
文
。
　

〇
郎
従
二
人
・
雑
色
三
人
を
召
し

寄
せ
　

〈
延
・
盛
〉「
雑
色
三
人
、郎
等
二
人
ニ
仰
付
テ
」（〈
延
〉巻
四
―
一
三
九
オ
）、

真
名
本『
曽
我
物
語
』「
下
二

知
（
シ
）け
る
は

若
党
二
人

を
は

雑
色
二
人
一に

」（
巻
二
―
一
八
ウ
）。

〈
延
・
盛
〉に
よ
り
近
似
す
る
。

　

〇
伊
豆
国
松
河
の
白
瀧
に
将
て
行
き
　

〈
延
・
盛
〉

「
伊
豆
ノ
松
河
ノ
奥
シ
ラ
滝
」（〈
延
〉
巻
四
―
一
三
九
オ
）
と
ほ
ぼ
同
、
真
名
本

『
曽
我
物
語
』「
尋
二ツ

ヽ

松
河

の

奥
一を

、
付
二て

沈
（
ノ
）

石
一を

沈
二（

メ
）ヨ

岩
倉

の

瀧
（
タ
キ
）

山
蜘

（
ク
モ
）か

淵
一に

」

（
巻
二
―
一
八
ウ
）。
松
河
は
、現
在
伊
東
大
川
。「
二
級
河
川
。
大お

お

室む
ろ

山
（
五
七
九

･

五
メ
ー
ト
ル
）
の
北
西
に
広
が
る
山
山
の
稜
線
の
北
斜
面
に
源
を
発
し
、
西
流

し
て
大
き
く
北
か
ら
東
に
湾
曲
、
市
街
地
を
貫
流
し
て
伊
東
湾
に
注
ぐ
。
延
長
八

･

一
キ
ロ
。
地
元
で
は
松ま

つ

川
の
名
で
親
し
ま
れ
て
い
る
。
古
く
は
松ま

つ

原ば
ら

川
と
も
称

し
た
（
増
訂
豆
州
志
稿
）」（〈
平
凡
社
地
名
・
静
岡
県
〉
二
三
五
頁
）。
　

〇
河
の

縁
に
下
り
居
ゑ
奉
り
け
れ
ば
、
少
き
人
四
方
を
見
廻
し
た
ま
ひ
て
、「
父
御
は
何

く
に
ぞ
、母
御
は
何
く
に
ぞ
」
と
言
へ
ば
　

「
縁
」
を
「
ハ
タ
」
と
読
む
訓
例
は
、

他
に
「
猿
沢
池
縁ハ

タ
ニ

」（
巻
五
―
二
四
ウ
）、「
葛
河

ノ

縁ハ
タ

ニ

」（
巻
八
上
―
一
四
ウ
）。〈
名
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（
九

）

＊
木
村
英
一
「
王
権
・
内
裏
と
大
番
」（『
院
政
期
の
内
裏
・
大
内
裏
と
院
御
所
』
文
理
閣
二
〇
〇
六
・
６
）

＊
五
味
文
彦
「
院
支
配
権
の
一
考
察
」（
日
本
史
研
究
一
五
八
、一
九
七
五
・
10
。『
院
政
期
社
会
の
研
究
』
山
川
出
版
社
一
九
八
四
・
11
再
録
。
引
用
は
後
者
に
よ
る
）

＊
佐
伯
真
一
「
副
将
の
年
齢
と
そ
の
母
」（『
延
慶
本
平
家
物
語
考
証
一
』
新
典
社
一
九
九
二
・
５
）

＊
野
口
実
『
鎌
倉
の
豪
族
Ⅰ
』（
か
ま
く
ら
春
秋
社
一
九
八
三
・
１
）

＊
服
部
幸
造
「『
源
平
闘
諍
録
』
の
頼
朝
伊
豆
流
離
説
話
」（
福
井
大
学
国
語
国
文
学
二
七
、一
九
八
八
・
４
。『
語
り
物
文
学
叢
説
―
聞
く
語
り
・
読
む
語
り
―
』
三
弥
井
書

店
二
〇
〇
一
・
５
。
引
用
は
後
者
に
よ
る
）

＊
福
田
晃
「
平
家
物
語
と
曽
我
物
語
―
頼
朝
伊
豆
流
離
説
話
に
お
け
る
伝
承
関
係
―
」（
伝
承
文
学
研
究
八
、一
九
六
六
・
11
）

＊
服
藤
早
苗
『
平
安
朝
の
母
と
子
　

貴
族
と
庶
民
の
家
族
生
活
史
』（
中
央
公
論
社
一
九
九
一
・
１
）

＊
松
本
昭
彦
「
中
古
・
中
世
文
学
に
見
る
「
七
歳
」
の
意
味
―
小
学
校
満
六
歳
入
学
制
の
淵
源
と
し
て
―
」（
三
重
大
学
教
育
学
部
研
究
紀
要
五
九
、二
〇
〇
八
・
３
）

【
原
文
】

爰
祐
―

親
娘
被
レ

失
二

少
―

人
一ヲ

悶タ
―ヘ

焦
レ

悲
穴
―

心
―

憂
ヤ

吾
―

子
ヲ
ハ

何
ナ
ル

人
ノ

請
―

取
此

ヲ（
一
）

何
―ナ

ル

所
ヘ

将
行
此
（
一
）

見
何
―

様
目

ヲ（
一
）

何
様

ニ
カ

失
ラ
ン

此
（
一
）

哀
哉
母

ハ

留
二リ

此
―ノ

土
ニ（

一
）

子
ハ

趣
ケ
リ

（
二
）

冥
界
一ニ

我
―

身
非
二

我
―

身
一ニ

我
―

心
非
我▽

二
二
オ

―

心
一ニ

仏
―

神
三
―

宝
可

ク
ハ

然
（
一
）

召
―

取
玉
ヘ

吾
―

命
一ヲ

生
テ

思
モ

物
ヲ（

一
）

難
ン
ト

堪
（
一
）

仰
天

ニ（
一
）

覆
地
（
一
）

雖
泣
悲
一ト

無
ケ
レ

甲
―

斐
一コ

ソ

剩
ヘ

祐
―

親
無
情
（
一
）

引
―キ

去
頼
―

朝
之
縁
婦

ヲ（
一
）

１

当
ノ

〔（
国
）〕
住
―

人
江
―

葉マ

ノ

小
次
郎
近
―

末
ヲ

相
――二

擬
取
二ラ

ン
ト

聟
一ニ

之
処
此

ノ

女
―

房
悲
二

夫
―

婦
之
別
一ヲ

思
二シ

若
―

君
余
―

波
一ヲ

故
ニ

深
ク

恨
二ミ

父
―

母
一ヲ

雖
レ

被
レ

迎
二

近
―

末
一ニ

敢
―テ

以
テ

無
レシ

靡
コ
ト

秘
ニ

逃
―二

出
彼
所
一ヲ

忍
―二

籠
縁
―

者
ノ

許
一ニ

江
―

葉
小
―

次
―

郎
不
及
力
（
一
）

止
ニ
ケ
リ

右
―

兵
―

衛
佐
被
失
二

愛
―

子
一ヲ

被
レ

去
二

縁
―

婦
一ヲ

不
一
―

方
一

難
ケ
レ
ハ

生
テ

如
レ

死
カ（

一
）

被
思
（
一
）

定
―

綱
盛
―

長
申
右
兵
衛
佐
殿
一ニ

設
ヒ

君
雖
レ

不
在
世
一ニ

我
―

等
生
二テ

弓
―

箭
家
一ニ

候
惜
名

ヲ（
一
）

者
也
我
―

等
奉
レコ

ト

付
―二

添
君
一ニ

世
―ニ

以
無
隠
一

朽
サ
ン
コ
ト

重
―

代
名
一ヲ

実
―ニ

以
口
―

惜
候
我
―

等
二
―

人
取
―

組
二テ

手
ヲ（

一
）

行
―二

向
テ

祐
―

親
男
一ニ

可
死
（
一
）

候
申

ケ
レ
ハ

右
兵
衛
佐
言

ケ
ル
ハ

己
―レ

等
カ

志
シ

難
有
（
一
）

為
タ
ル

重
―

代
勇
―

士
身
（
一
）

之
間
各
寔

ニ

思
レラ

ン

然
コ
ソ

雖
然
（
一
）

頼
―

朝
自
レ

被
レ

流
―二

罪
当
―

国
一ニ

以
―

来
欲
レフ

討
二ト

父
―

敵
清
―

盛
一ヲ

志▽
二
二
ウ

シ

日
―

夜
朝
―

暮
ニ

不
晴
―

遣
（
一
）

然
ニ

何
ソ

閣
テ

大
事

ノ

敵
一ヲ

小
事

ニ

可
レ

失
命

ヲ（
一
）

乎
己
―

等
思
我
―

々
一ト

者
此
―

事
可
思
―ヒ

止
一ム

被
ル
ヽ

制
（
一
）

間

袷
―

々
ト

乍
云
（
一
）

随
仰
（
一
）

止
ニ
ケ
リ

【
釈
文
】

　

爰
に
祐
親
が
娘
、
少
き
人
を
失
は
れ
、
悶も

ダ

へ
焦こ

が

れ
悲
し
み
て
、「
穴あ

な

心
こ
こ
ろ

憂う

や
。
吾
が
子
を
ば
何い

か

な
る
人
の
此
れ
を
請
け
取
り
て
、
何い

か

な
る
所
へ
此
れ
を
将ゐ

て
行
き
け

ん
。
何い

か

様さ
ま

な
る
目
を
見
せ
、
何
様
に
か
此
れ
を
失
ふ
ら
ん
。
哀
れ
な
る
か
な
、
母
は
此
の
土
に
留
ま
り
、
子
は
冥
界
に
趣
き
け
り
。
我
が
身
は
我
が
身
に
非
ず
、
我
が
心
は

我▽
二
二
オ

が
心
に
非
ず
。
仏
神
三
宝
、
然
る
べ
く
は
、
吾
が
命
を
召
し
取
り
た
ま
へ
。
生
き
て
物
を
思
は
ん
も
堪
え
難
し
（
ん
）」
と
、
天
に
仰
ぎ
地
に
覆ふ

し
て
、
泣
き
悲
し
む
と

雖
も
甲
斐
こ
そ
無
け
れ
。
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（
一
〇

）

【
注
解
】
〇
爰
に
祐
親
が
娘
、
少
き
人
を
失
は
れ
、
悶
へ
焦
れ
悲
し
み
て
…
　

「
泣

き
悲
し
む
と
雖
も
甲
斐
こ
そ
無
け
れ
」
ま
で
、〈
闘
〉
の
独
自
異
文
。
こ
の
よ
う

に
、
千
鶴
御
前
を
失
っ
た
三
女
の
悲
嘆
を
詳
細
に
描
く
の
は
〈
闘
〉
の
み
。
服
部

幸
造
は
、
頼
朝
伊
豆
流
離
譚
が
、
独
立
し
た
説
話
と
し
て
見
る
な
ら
ば
、
こ
の
話

が
『
平
家
物
語
』
に
取
り
込
ま
れ
る
以
前
に
あ
っ
て
は
、
愛
別
離
苦
譚
へ
の
傾
斜

は
む
し
ろ
本
題
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、『
平
家
物
語
』
の
大
筋
か
ら
言
え

ば
、〈
延
〉
の
ほ
う
が
正
統
的
な
の
で
あ
っ
て
、〈
闘
〉
の
よ
う
に
、
母
の
嘆
き
を

纏
綿
と
述
べ
て
ゆ
く
の
は
、〈
逸
脱
〉
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
と
す
る
（
一
一
二

頁
）。
　

〇
縁
婦
　

〈
闘
〉
に
は
、
こ
の
後
に
も
記
さ
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
訓
符
の

指
示
が
あ
る
。
し
か
し
、音
符
の
誤
り
か
。『
大
漢
和
辞
典
』に
よ
れ
ば
、縁
婦
は
、

「
夫
婦
関
係
の
あ
る
女
」
の
意
と
し
て
、『
山
海
経
』
を
引
く
。
　

〇
当
（
国
）
の

住
人
江
葉
小
次
郎
近
末
　

〈
延
〉「
エ
マ
ノ
小
次
郎
」（
巻
四
―
一
三
九
ウ
）、〈
盛
〉

「
江
間
小
次
郎
」（
３
―
九
一
頁
）、
真
名
本
『
曽
我
物
語
』「
江
馬

の

次
郎
」（
三
八

頁
）、
流
布
本
『
曽
我
物
語
』「
江
間
小
四
郎
」（
一
〇
六
頁
）。
江
間
（
馬
）
小
次

郎
、
次
郎
、
小
四
郎
、
近
末
い
ず
れ
も
不
明
。
江
間
は
、
北
条
に
近
接
し
た
地
で

あ
り
、『
吾
妻
鏡
』
に
見
る
よ
う
に
、
北
条
四
郎
義
時
の
通
称
は
、「
江
間
四
郎
」

（
養
和
元
年
四
月
七
日
条
等
）、そ
の
子
泰
時
の
通
称
は
、「
江
間
（
馬
）
太
郎
」（
建

久
五
年
八
月
十
六
日
条
等
）
で
あ
っ
た
。
江
間
と
北
条
氏
と
を
結
び
付
け
る
話
を

記
す
の
が
、真
名
本
『
曽
我
物
語
』・
流
布
本
『
曽
我
物
語
』。
真
名
本
『
曽
我
物
語
』

「
奉
レた

り
し

取
二

佐
殿

の

伊
藤

の

北
方
一

被
レに

け
り

討
二

江
馬
次
郎
一モ

、
子
息

の

少
キ

者
を
は

、
北
条

の

小
四
郎
義
時
申
預

て

被
レヌ

免
、
則

て

義
時

か

為
二て

元
服

の

子
一と

、
後

に

云
二は

江
馬

の

小
次
郎
一と

則
（
チ
）

是
な
り

」（
巻
三
―
六
〇
頁
）、
流
布
本
『
曽
我
物
語
』「
さ
て
、
佐
殿
、
北
の

御
方
と
り
た
て
ま
つ
り
し
江
間
小
四
郎
も
う
た
れ
け
り
。
跡
を
北
條
四
郎
時
政
に

た
ま
は
り
、さ
て
こ
そ
、江
間
小
四
郎
と
も
申
け
れ
」（
一
二
八
頁
）。
真
名
本
で
は
、

討
た
れ
た
江
馬
次
郎
に
は
子
供
が
い
た
が
、
義
時
が
元
服
の
子
と
し
て
、
江
馬
小

次
郎
と
名
乗
っ
た
と
し
、
流
布
本
で
は
、
江
間
の
地
を
時
政
が
拝
領
し
、
時
政
は

江
間
小
四
郎
と
名
乗
っ
た
と
す
る
。『
前
田
家
本
平
氏
系
図
』
は
、
義
時
の
母
を

「
伊
東
入
道
女
」
と
す
る
が
（『
吾
妻
鏡
人
名
総
覧
』
四
二
九
頁
）、『
曽
我
物
語
』

　

剩
あ
ま
つ
さへ

、
祐
親
、
情
け
無
く
頼
朝
の
縁
婦
を
引
き
去
り
、

１

当
（
国
）
の
住
人
江
葉マ

ノ

小
次
郎
近ち

か

末す
ゑ

を
聟
に
取
ら
ん
と
相
ひ
擬
す
る
処
に
、
此
の
女
房
、
夫
婦
の
別
れ
を
悲
し

み
、
若
君
の
余な

ご

り波
を
思
ひ
し
が
故
に
、
深
く
父
母
を
恨
み
、
近
末
に
迎
へ
ら
る
と
雖
も
、
敢
へ
て
以
て
靡
く
こ
と
無
し
。
秘
か
に
彼
の
所
を
逃
げ
出
で
て
、
縁
者
の
許
に
忍

び
籠
り
ぬ
。
江
葉
小
次
郎
、
力
及
ば
ず
止
み
に
け
り
。

　

右
兵
衛
佐
、
愛
子
を
失
は
れ
縁
婦
を
去
ら
れ
、
一ひ

と

方か
た

な
ら
ず
難な

や

み
け
れ
ば
、
生
き
て
死
せ
る
が
ご
と
く
思
は
れ
け
り
。
定
綱
・
盛
長
、
右
兵
衛
佐
殿
に
申
し
け
る
は
、

「
設た

と

ひ
君
世
に
在

ま
し
ま

さ
ず
と
雖
も
、
我
等
、
弓
箭
の
家
に
生
ま
れ
て
候
へ
ば
、
名
を
惜
し
む
者
な
り
。
我
等
、
君
に
付
き
添
ひ
奉
る
こ
と
、
世
に
以
て
隠
れ
無
し
。
重
代
の
名

を
朽く

た
さ
ん
こ
と
、
実
に
以
て
口
惜
し
く
候
ふ
。
我
等
二
人
手
を
取
り
組
ん
で
、
祐
親
男
に
行
き
向
か
つ
て
死
ぬ
べ
く
候
ふ
」
と
申
し
け
れ
ば
、
右
兵
衛
佐
言の

た
まひ

け
る
は
、

「
己レ

等
が
志シ

、
有
り
難
し
。
重
代
の
勇
士
の
身
た
る
間
、
各
寔ま

こ
とに

然さ

こ
そ
思
ふ
ら
ん
。
然
り
と
雖
も
頼
朝
、
当
国
に
流
罪
せ
ら
れ
し
よ
り
以こ

の

来か
た

、
父
の
敵
清
盛
を
討
た
ん
と

欲お
も

ふ
志▽

二
二
ウ

シ

、
日
夜
朝
暮
に
晴
れ
遣
ら
ず
。
然し

か

る
に
、
何
ぞ
大
事
の
敵
を
閣
い
て
、
小
事
に
命
を
失
ふ
べ
け
ん
や
。
己
等
が
我
も
我
も
と
思
は
ば
、
此
の
事
思
ひ
止
む
べ
し
」

と
制
せ
ら
る
る
間
、「
袷あ

は

れ
、
袷
れ
」
と
云
ひ
な
が
ら
、
仰
せ
に
随
ひ
て
止
み
に
け
り
。

【
校
異
・
訓
読
】
１
「
国
」
は
補
入
。「
当
」
に
付
さ
れ
た
仮
名
「
ノ
」
は
、
本
来
は
「
国
」
に
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
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に
見
る
異
伝
が
取
り
込
ま
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
　

〇
秘
か
に
彼
の
所
を

逃
げ
出
で
て
、
縁
者
の
許
に
忍
び
籠
り
ぬ
。
江
葉
小
次
郎
、
力
及
ば
ず
止
み
に
け

り
　

江
葉
小
次
郎
の
も
と
を
逃
げ
だ
し
、縁
者
の
も
と
に
忍
ん
だ
た
め
、江
葉
は
、

手
出
し
が
出
来
な
か
っ
た
と
す
る
の
は
、〈
闘
〉
の
独
自
異
文
。〈
延
・
盛
〉
は
「
女

ヲ
バ
呼
取
テ
、
当
国
ノ
住
人
エ
マ
ノ
小
次
郎
ヲ
ゾ
聟
ニ
取
ケ
ル
」（〈
延
〉
巻
四
―

一
三
九
ウ
）、
真
名
本
『
曽
我
物
語
』「
佐
殿

の

被
三け

る

思
―二

食

愛
一に

奉
三て

奪
―二

返
（
シ
）

北
の

方
一を

、取
二（

セ
）に
け
り

当
国

の

住
人
江
馬

の

次
郎
一に

」（
三
八
頁
）、流
布
本『
曽
我
物
語
』「
あ

ま
つ
さ
へ
、
北
の
御
方
を
も
と
り
か
へ
し
、
お
な
じ
き
国
の
住
人
江
間
小
四
郎
に

あ
わ
せ
け
り
」（
一
〇
五
～
一
〇
六
頁
）
と
い
う
よ
う
に
、結
婚
さ
せ
た
と
す
る
。

〈
闘
〉
の
こ
の
記
事
は
、
こ
の
後
に
記
さ
れ
る
、
和
泉
判
官
兼
隆
に
嫁
す
こ
と
が

決
ま
っ
た
北
条
政
子
が
、
兼
隆
に
靡
く
こ
と
な
く
、
か
の
家
を
飛
び
出
し
、
伊
豆

の
御
山
の
宿
坊
に
逃
げ
た
た
め
、
兼
隆
は
手
足
も
出
せ
ず
諦
め
た
と
す
る
記
事
と

酷
似
す
る
。〈
闘
〉
は
、
伊
東
三
女
の
北
条
政
子
に
も
劣
ら
な
い
頼
朝
へ
の
一
途

な
思
い
を
描
こ
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
以
上
か
ら
も
、〈
闘
〉
の
こ
の
記
事
は
、

巻
五
の
六
段
に
見
る
記
事
、
つ
ま
り
伊
東
の
三
女
を
「
兵
衛
佐
の
本
妻
」
と
し
、

「
互
ひ
の
余な

ご

り波
は
忘
れ
も
遣
ら
ず
」、
頼
朝
は
、
列
座
す
る
大
名
の
中
か
ら
、
伊
東

の
三
女
に
夫
を
選
ば
せ
た
と
こ
ろ
、
常
胤
の
次
男
相
馬
の
次
郎
師
常
を
選
ん
だ
と

す
る
記
事
と
呼
応
し
よ
う
。
　

〇
右
兵
衛
佐
、
愛
子
を
失
は
れ
縁
婦
を
去
ら
れ
、

一
方
な
ら
ず
難
み
け
れ
ば
、生
き
て
死
せ
る
が
ご
と
く
思
は
れ
け
り
　

〈
名
義
抄
〉

「
難
　

ク
ル
シ
フ
、
ナ
ヤ
ム
、
ウ
レ
フ
」（
僧
中
一
三
六
）。「
難な

や

み
」
の
他
、「
難く

る

し
み
」
と
も
「
難う

れ

へ
」
と
も
読
め
よ
う
。
妻
子
を
失
っ
た
頼
朝
の
苦
悩
を
描
く
の

は
、
他
に
〈
延
・
盛
〉。〈
延
〉「
兵
衛
佐
此
事
共
ヲ
聞
ツ
ヽ
、
イ
カ
レ
ル
心
モ
武

ク
歎
ク
心
モ
深
シ
テ
、
助
親
法
師
ヲ
討
ム
ト
思
フ
心
、
千
度
百
度
有
ケ
レ
ド
モ
」

（
巻
四
―
一
三
九
ウ
）。
　

〇
設
ひ
君
世
に
在
さ
ず
と
雖
も
、
我
等
、
弓
箭
の
家
に

生
ま
れ
て
候
へ
ば
、
名
を
惜
し
む
者
な
り
…
　

譬
え
頼
朝
様
が
、
今
は
世
に
と
き

め
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
と
し
て
も
、
我
等
は
武
士
の
家
に
生
ま
れ
て
い
ま
す

の
で
、
名
を
惜
し
む
者
で
す
の
意
。
定
綱
と
盛
長
が
、
協
力
し
て
、
祐
親
に
復
讐

し
よ
う
と
す
る
の
は
、〈
闘
〉
の
独
自
本
文
。
　

〇
然
り
と
雖
も
頼
朝
、
当
国
に

流
罪
せ
ら
れ
し
よ
り
以
来
、
父
の
敵
清
盛
を
討
た
ん
と
欲
ふ
志
、
日
夜
朝
暮
に
晴

れ
遣
ら
ず
　

伊
豆
に
流
罪
さ
れ
て
よ
り
こ
の
か
た
、
父
の
敵
清
盛
を
討
と
う
と
の

思
い
は
、
一
日
中
晴
れ
る
こ
と
は
な
い
と
す
る
。
こ
の
後
の
「
大
事
の
敵
」
こ
そ

清
盛
で
、
大
事
の
敵
清
盛
を
討
つ
前
に
、
今
回
の
小
事
に
関
わ
っ
て
命
を
亡
く
す

よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。

【
引
用
研
究
文
献
】

＊
服
部
幸
造
「『
源
平
闘
諍
録
』
の
頼
朝
伊
豆
流
離
説
話
」（
福
井
大
学
国
語
国
文
学
二
七
、一
九
八
八
・
４
。『
語
り
物
文
学
叢
説
―
聞
く
語
り
・
読
む
語
り
―
』
三
弥
井
書

店
二
〇
〇
一
・
５
再
録
。
引
用
は
後
者
に
よ
る
）

【
原
文
】

彼
ノ

女
―

房
ノ

思
ヲ

譬
ハ

物
ニ（

一
）

異
―

国
ニ

漢
―

帝
ノ

御
―

時
申
二ケ

ル

王
―

昭
―

君
一ト

后
ハ

被
（
レ
）

渡
（
二
）

狄
―

手
一ニ

向
１

北
―

路
ノ

旅
一ニ

翠
―

黛
紅
―

顔
錦
―

繍
ノ

粧
ヒ

泣
ク

尋
二テ

沙
―

塞
一ヲ

出
二ツ

家
―

郷
一ヲ

如
シ

被
歎
（
一
）

此
ノ

女
―

房
モ

出
玉

頼
―

朝
之
館
一ヲ

渡
二

近
―

末
之
許
一ヘ

争
カ

更
レラ

ン

彼
ニ

乎
〔
亦
〕
頼
―

朝
カ

之
歎

ヲ

譬
ニ

物
ニ（

一
）

如
下

唐
ノ

玄
―

宗
皇
―

帝
ノ

失
二玉

シ

楊
―

貴
―

妃
上ヲ

思
ノ（

一
）

其
ハ

雖
然サ

レ

使
シ
テ

方
―

士
一ヲ

求
二

蓬
―
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【
注
解
】
〇
彼
の
女
房
の
思
ひ
を
物
に
譬
ふ
れ
ば
、
異
国
に
漢
帝
の
御
時
、
王
昭

君
と
申
し
け
る
后
は
、
狄
の
手
に
渡
さ
れ
　

伊
東
三
女
の
悲
嘆
の
深
さ
を
、
異
朝

の
王
昭
君
に
譬
え
る
。
た
だ
そ
の
悲
嘆
は
、
頼
朝
と
の
離
別
の
悲
嘆
な
の
か
、
近

末
の
も
と
に
渡
さ
れ
た
悲
嘆
を
指
す
の
か
分
か
り
に
く
い
が
、
対
比
さ
れ
る
王
昭

君
の
悲
嘆
は
、
漢
王
と
の
別
れ
で
は
な
く
、
胡
の
地
に
渡
さ
れ
る
こ
と
の
悲
嘆
で

あ
る
。
な
お
、
同
様
の
話
は
、〈
延
・
盛
〉
に
は
な
い
が
、
真
名
本
『
曽
我
物
語
』・

流
布
本
『
曽
我
物
語
』
に
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
後
に
記
す
よ
う
に
よ
り
詳
細
に
記

さ
れ
る
。
漢
王
は
前
漢
の
元
帝
。
王
昭
君
が
胡
国
へ
遣
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

話
は
、『
今
昔
物
語
集
』
巻
十
の
五
、『
唐
鏡
』
第
二
十
五
話
等
に
詳
し
い
が
、
こ

こ
で
は
『
俊
頼
髄
脳
』
を
引
く
。「
み
る
た
び
に
鏡
の
か
げ
の
つ
ら
き
か
な
か
ゝ

ら
ざ
り
せ
ば
か
ゝ
ら
ま
し
や
は
　

な
げ
き
こ
し
道
の
露
に
も
ま
さ
り
け
り
な
れ
に

し
さ
と
を
こ
ふ
る
涙
は
　

此
歌
懐
円
と
赤
染
と
が
王
昭
君
を
よ
め
る
歌
な
り
。
も

ろ
こ
し
に
は
み
か
ど
の
人
の
む
す
め
召
し
つ
ゝ
御
覧
じ
て
宮
の
う
ち
に
す
ゑ
な
め

さ
せ
給
ひ
て
四
五
百
人
と
ゐ
な
み
て
、
徒
ら
に
あ
れ
ど
、
こ
ゝ
に
は
あ
ま
り
多
く

つ
も
り
に
け
れ
ば
御
覧
ず
る
事
も
な
く
て
ぞ
候
け
る
。
そ
れ
に
ゑ
び
す
の
や
う
な

る
者
の
外
の
国
よ
り
都
に
参
り
た
る
事
の
有
り
け
る
に
、
如
何
す
べ
き
と
人
々
に

さ
だ
め
さ
せ
給
ひ
け
る
に
、
此
宮
の
う
ち
に
徒
ら
に
多
く
侍
る
人
の
、
い
と
し
も

な
か
ら
む
を
一
人
た
ぶ
べ
き
な
り
。
そ
れ
に
ま
さ
る
志
は
あ
ら
じ
と
さ
だ
め
申
し

け
れ
ば
、
さ
も
と
思
し
召
し
て
み
づ
か
ら
御
覧
じ
て
、
そ
の
人
を
さ
だ
め
さ
せ
給

ふ
べ
け
れ
ど
、
人
々
の
お
ほ
さ
に
思
し
め
し
頃マ

マ

（「
煩
」
か
）
ひ
て
、
絵
師
を
め

し
て
、
こ
の
人
々
の
か
た
絵
に
か
き
う
つ
し
て
参
れ
と
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
次
第

に
か
き
け
る
に
、
こ
の
人
々
ゑ
び
す
の
国
な
ら
む
事
を
な
げ
き
思
ひ
て
我
も

く

と
思
う
て
お
の

く
こ
が
ね
を
取
ら
せ
、
そ
れ
な
ら
ぬ
物
を
も
取
ら
せ
け
れ
ば
、

い
と
し
も
な
き
か
た
ち
を
も
よ
く
か
き
な
し
て
も
て
参
り
け
る
に
、
王
昭
君
と
い

ふ
人
の
か
た
ち
の
ま
こ
と
に
す
ぐ
れ
て
め
で
た
か
り
け
る
を
た
の
み
て
、
絵
師
に

物
を
も
心
ざ
さ
ず
し
て
う
ち
ま
か
せ
て
か
ゝ
せ
け
れ
ば
、
本
の
か
た
ち
の
や
う
に

は
か
ゝ
で
、
い
と
あ
や
し
げ
に
か
き
も
て
参
り
た
れ
ば
、
こ
の
人
を
た
ぶ
べ
き
に

定
め
ら
れ
ぬ
。
そ
の
程
に
な
り
て
召
て
御
覧
じ
け
る
に
、
誠
に
玉
の
ひ
か
り
て
え

莱
―

宮
一ニ

玉
―

妃
以
二テ

鈿テ
ン

―

合
金
―

釼シ
ヤ

一ヲ

与
ヘ
テ

方
―

士
ニ（

一
）

授
ケ

形
―

見
一ニ

以
テ

在
ハ

天
一

願
作
（
二
）

比
翼

ノ

鳥
ト（

一
）

在
地
（
一
）

又
為
二ト

連
―

理
枝
一

契
シ

情
―

詞
一ヲ

為
験
一

云
―

遣
ハ
ス
２

方
―

士
返

テ

奏
之
（
一
）

皇

―

帝
即
慰

玉
フ

【
釈
文
】

　

彼
の
女
房
の
思
ひ
を
物
に
譬
ふ
れ
ば
、
異
国
に
漢
帝
の
御
時
、
王
昭
君
と
申
し
け
る
后
は
、
狄

え
び
す

の
手
に
渡
さ
れ
、

１

北
路
の
旅
に
向
か
ひ
て
、「
翠
黛
紅
顔
、
錦
繍
の
粧

よ
そ
ほ

ひ
、
泣

な
く
な

く
沙さ

塞さ
い

を
尋
ね
て
、
家か

き

郷や
う

を
出
づ
」
と
歎
か
れ
け
る
が
ご
と
し
。
此
の
女
房
も
、
頼
朝
の
館
を
出
で
た
ま
ひ
て
、
近
末
の
許
へ
渡
り
ぬ
。
争

い
か
で

か
彼
に
更か

は
ら
ん
や
。

亦
頼
朝
が
歎
き
を
物
に
譬
ふ
る
に
、
唐
の
玄
宗
皇
帝
の
楊
貴
妃
を
失
ひ
た
ま
ひ
し
思
ひ
の
ご
と
し
。
其
れ
は
然サ

レ

ど
も
方
士
を
し
て
蓬
莱
宮
に
求
め
し
め
、
玉
妃
、
鈿デ

ン

合
金
釵

（
釼シ

ヤ

）
を
以
て
方
士
に
与
へ
て
形
見
に
授
け
、「
以
て
天
に
在
ら
ば
願
は
く
は
比
翼
の
鳥
と
作な

り
、
地
に
在
ら
ば
又
連
理
の
枝
と
為な

ら
む
と
、
情
け
の
詞
を
契
り
し
験

し
る
し

と
為
さ

む
」
と
云
ひ
て
遣
は
す
。

２

方
士
返
つ
て
之
を
奏
す
。
皇
帝
即
ち
慰
み
た
ま
ふ
。

【
校
異
・
訓
読
】
１
訓
符
に
よ
れ
ば
、「
き
た
み
ち
」
と
読
む
こ
と
に
な
る
が
、
音
符
の
誤
り
か
。
２
「
方
」
の
左
上
に
「
一
」
様
の
も
の
あ
り
。
不
明
。
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も
い
は
ざ
り
け
れ
ば
、
み
か
ど
驚
き
思
し
召
し
て
、
こ
れ
を
ゑ
び
す
に
た
ば
む
事

を
思
し
召
し
煩
ひ
な
げ
か
せ
給
ひ
て
、
日
来
ふ
る
程
に
ゑ
び
す
そ
の
人
を
ぞ
賜
は

る
べ
き
と
き
ゝ
て
参
り
に
け
れ
ば
、
あ
ら
た
め
定
め
ら
る
ゝ
事
も
な
く
て
、
つ
ひ

に
賜
ひ
に
け
れ
ば
、
馬
に
乗
せ
て
遥
に
ゐ
て
い
に
け
り
。
王
昭
君
泣
き
か
な
し
む

事
か
ぎ
り
な
し
。
み
か
ど
恋
し
さ
に
思
し
召
し
煩
ひ
て
か
の
王
昭
君
が
ゐ
た
り
け

る
所
を
御
覧
じ
け
れ
ば
、
春
は
柳
か
ぜ
に
靡
き
、
鴬
つ
れ

く゛
に
て
、
秋
は
こ
の

は
に
は
に
つ
も
り
て
軒
の
し
の
ぶ
隙
な
く
て
い
と
ゞ
も
の
哀
な
る
事
限
り
な
し
。

こ
の
心
を
よ
め
る
歌
な
り
。
か
ゝ
ら
ざ
り
せ
ば
と
よ
め
る
は
わ
ろ
か
ら
ま
し
か
ば

た
の
ま
ざ
ら
ま
し
と
よ
め
る
な
り
。
ふ
る
さ
と
を
恋
ふ
る
涙
は
み
ち
の
露
に
ま
さ

る
な
ど
よ
む
も
王
昭
君
が
思
ふ
ら
む
心
の
う
ち
お
し
は
か
り
て
よ
む
な
り
」（『
日

本
歌
学
大
系
』
一
―
二
〇
七
頁
）。『
俊
頼
髄
脳
』
を
含
め
て
、
い
ず
れ
も
、
王
昭

君
の
悲
嘆
は
、
漢
王
と
の
別
離
に
対
し
て
で
は
な
く
、
故
国
を
離
れ
胡
の
地
に
赴

く
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
に
対
し
て
で
あ
る
。
真
名
本
『
曽
我
物
語
』
は
次
の
と
お

り
。「
取
二（

セ
）
に
け
り

当
国

の

住
人
江
馬

の

次
郎
一に

、
北

の

方
は

馴
（
ナ
ツ
カ
シ
）カ
リ
シ被

レて

出
二（

サ
）

御
衾

の

下

一を
は

、
不ヌ

二

思
モ

寄
一

移
二下

け
る

新
枕
一に

心
の

内
コ
ソ

悲
ケ
レ

、
遠

（
ク
）

訪
二へ

は

唐ラ

国
一を

、
漢
王

の

御
時

申
二け

る

王
昭
君
一と

、
胡
国

の

狄
（
エ
ビ
）
す被

レて

渡
二（

サ
）

閑
（
カ
ン

夜ヤ
）

将
か

手
一に

趣
二下

シ

胡
国
一ヘ

旅
の

悲
サ
モ

覚
二へ

て

是カ

ク

耶
一ら

む
と

哀
な
り

…
歎
二下

シ

古
京

の

漢
宮
一を

有
様

モ

今
コ
ソ

思
合

は
セ
ラ
レ
て

哀
な
れ

」（
三
八
頁
）。
真

名
本
『
曽
我
物
語
』
の
場
合
、
江
馬
次
郎
に
嫁
い
だ
伊
東
三
女
は
「
思
ひ
も
依
ら

ぬ
新
枕
に
移
り
た
ま
ひ
け
る
心
の
内
こ
そ
悲
し
け
れ
」
と
、
頼
朝
と
の
離
別
を
悲

し
む
伊
東
三
女
の
思
い
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
閑
夜
将
に
嫁
い
だ
王
昭
君
の
場
合

は
、
漢
王
と
の
離
別
の
思
い
は
記
さ
れ
ず
、「
胡
国
へ
趣
き
た
ま
ひ
し
旅
の
悲
し

さ
」が
記
さ
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。〈
闘
〉の
構
成
に
近
似
し
て
い
る
。
流
布
本『
曽

我
物
語
』
の
場
合
は
、
王
昭
君
の
思
い
を
伊
東
三
女
の
思
い
に
比
え
る
の
で
あ
ろ

う
が
、「
昔
、
漢
の
王
昭
君
と
申
せ
し
后
を
、
胡
国
の
夷
に
と
ら
れ
、
胡
国
へ
こ

へ
た
ま
ひ
し
に
、
名
残
の
袖
は
き
が
た
く
し
て
、
な
げ
き
か
な
し
み
け
る
に
、
王

昭
君
が
、な
げ
き
あ
ま
り
に
、「
身
づ
か
ら
が
し
き
し
褥
に
、わ
が
姿
を
う
つ
し
と
ゞ

め
て
、
し
き
た
ま
へ
。
わ
れ
、
夢
に
き
た
り
て
、
あ
ふ
べ
し
」
と
ち
ぎ
り
け
る
。

漢
王
か
な
し
み
て
、
か
の
褥
を
枕
に
し
て
、
な
き
ふ
し
た
ま
ひ
し
か
ば
、
夢
と
も

な
く
、又
現
と
も
な
く
、き
た
り
て
、折
々
あ
ひ
に
け
り
」（
一
〇
六
頁
）と
あ
る
。「
胡

国
の
夷
に
と
ら
れ
」
引
き
裂
か
れ
た
漢
王
と
王
昭
君
と
の
悲
嘆
を
描
く
点
、
他
本

と
は
異
な
る
。
　

〇
翠
黛
紅
顔
、
錦
繍
の
粧
ひ
、
泣
く
沙
塞
を
尋
ね
て
、
家
郷
を

出
づ
　

『
和
漢
朗
詠
集
』
下
「
王
昭
君
」
七
〇
〇
「
翠
黛
紅
顔
錦
繍
粧
　

泣
尋
沙

塞
出
家
郷
」（
旧
大
系
二
三
〇
頁
）。『
和
漢
朗
詠
注
』「
翠
黛
者
、昭
君

カ

翠
ノ

黛
也
。

紅
顔
者
、
少
ク
イ
ツ
ク
シ
カ
リ
シ
也
。
顔
也
。
錦
繍

ト

者
、
其

ノ

着
リ
シ
衣
装
也
。

尋
沙
塞
一ヲ

者
、胡
国

ナ
リ

。
胡
国
ヲ
ハ
、胡
塞

ト

云
ナ
リ
。
出
家
郷

ト

者
、我
古
里

ヲ

云
也
」

（『
和
漢
朗
詠
集
古
注
釈
集
成
』
二
上
―
二
八
四
頁
）。
古
里
を
出
て
異
境
の
地
に

赴
く
悲
し
み
を
言
う
。
　

〇
此
の
女
房
も
、
頼
朝
の
館
を
出
で
た
ま
ひ
て
、
近
末

の
許
へ
渡
り
ぬ
。
争
か
彼
に
更
は
ら
ん
や
　

近
末
の
も
と
に
渡
さ
れ
た
伊
東
三
女

の
思
い
を
、
王
昭
君
の
思
い
に
比
え
る
。
先
に
「
近
末
に
迎
へ
ら
る
る
と
雖
も
、

敢
へ
て
以
て
靡
く
こ
と
無
し
」
と
あ
っ
た
。
靡
く
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
こ

と
を
、「
近
末
の
許
へ
渡
り
ぬ
」
と
記
す
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
先
の
記
事
に
は
、

続
い
て「
秘
か
に
彼
の
所
を
逃
げ
出
で
て
、縁
者
の
許
に
忍
び
籠
り
ぬ
」と
あ
っ
た
。

〈
全
注
闘
〉
は
、「
父
が
婿
と
し
て
迎
え
た
江
間
近
末
の
も
と
を
逃
れ
て
縁
者
を
頼

る
伊
東
三
女
に
は
、
夷
狄
の
も
と
に
送
ら
れ
て
嘆
き
の
日
々
を
送
っ
た
王
昭
君
の

比
喩
は
適
切
と
は
い
え
な
い
」（
上
―
一
五
八
頁
）と
す
る
。そ
う
し
た
疑
問
は
も
っ

と
も
だ
が
、
そ
う
し
た
趣
向
を
〈
闘
〉
が
取
る
の
は
、
こ
の
後
に
北
条
政
子
の
貞

節
振
り
が
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
政
子
と
対
比
さ
せ
て
、
伊
東
三
女
の
貞
節
が

記
さ
れ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
　

〇
亦
頼
朝
が
歎
き
を
物
に
譬
ふ
る
に
、
唐
の
玄
宗
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金
釵
（
釼
）
を
以
て
方
士
に
与
へ
て
形
見
に
授
け
　

真
名
本
『
曽
我
物
語
』「
然

て

後
王
妃
亦
折
レリ

剱
（
サ
シ
）を

〔
釵
歟
（
朱
）〕
験

と
シ
て

献
レす

之
を

」（
三
八
頁
）。
釵
を
共
に
「
剱
」

と
間
違
え
る
点
注
意
さ
れ
る
。
流
布
本
『
平
治
物
語
』「
い
ひ
お
は
り
て
、玉
妃
、

証
と
や
、
簪
を
わ
き
て
、
方
士
に
た
ぶ
」（
一
〇
七
頁
）。
白
楽
天
『
長
恨
歌
』「
唯

将
二

旧
物
一

表
二

深
情
一

　

鈿
合
金
釵
寄
将
去
」（
中
国
詩
人
選
集
下
―
一
一
三
頁
）。

　

〇
以
て
天
に
在
ら
ば
願
は
く
は
比
翼
の
鳥
と
作
り
、
地
に
在
ら
ば
又
連
理
の
枝

と
為
ら
む
と
、
情
け
の
詞
を
契
り
し
験
と
為
さ
む
　

白
楽
天
『
長
恨
歌
』
の
一
節

に
一
致
。「
在
レ

天
願
作
二

比
翼
鳥
一

　

在
レ

地
願
為
二

連
理
枝
一

」（
中
国
詩
人
選
集
下

―
一
一
五
頁
）。「
情
け
の
詞
を
契
り
し
験
と
為
さ
む
」
と
は
、
七
月
七
日
の
七
夕

の
夜
に
、
玄
宗
皇
帝
が
、
楊
貴
妃
に
こ
っ
そ
り
と
誓
っ
た
言
葉
。
そ
れ
を
、
楊
貴

妃
は
、
方
士
に
出
会
っ
た
験
と
し
た
の
で
あ
る
。

皇
帝
の
楊
貴
妃
を
失
ひ
た
ま
ひ
し
思
ひ
の
ご
と
し
　

頼
朝
の
嘆
き
と
は
、
楊
貴
妃

を
失
っ
た
玄
宗
皇
帝
に
譬
え
る
よ
う
に
、
伊
東
三
女
を
失
っ
た
嘆
き
を
言
う
。
当

該
話
は
、〈
延
・
盛
〉
に
は
な
し
。
真
名
本
『
曽
我
物
語
』、
流
布
本
『
曽
我
物
語
』

は
い
ず
れ
も
、
頼
朝
と
伊
東
三
女
と
の
別
離
を
比
え
る
。
真
名
本
『
曽
我
物
語
』

は
、
若
君
を
失
っ
た
頼
朝
の
悲
し
み
を
記
し
た
後
、「
剰

（
へ
）

北
の

方
の

不
レ（

ヌ
）

飽
か

別

の

悲
サ
は

、唐
の

玄
宗
皇
帝

の

申
二す

揚
（
楊
）

貴
妃
一と

后
の

、為
二に

安
禄
山
一か

被
レ下

シ

失
二は

馬
魂

（
嵬
）の

提
（
ツ
ヽ
ミ
）

の

辺
一に（

テ
）

悲
サ
モ

、
是

に
は

争
か

可
レ（

キ
）

倍
（
ル
）

、
佐

コ
ソ

悲
ク

被
二ケ

メ

思
食
一

」（
三
八
頁
）
と
記
す
。
流

布
本
『
曽
我
物
語
』
は
、「
さ
れ
ば
、
あ
か
ぬ
北
の
御
方
の
御
名
残
は
、
玄
宗
皇

帝
、
楊
貴
妃
と
申
せ
し
后
、
安
祿
山
軍
の
た
め
に
、
夷
に
下
た
ま
ふ
。
御
思
ひ
の

あ
ま
り
に
、
蜀
の
方
士
を
つ
か
は
し
た
ま
ふ
」（
一
〇
七
頁
）
と
記
す
。
真
名
本

も
流
布
本
も
い
ず
れ
も
、
伊
東
三
女
の
悲
し
み
と
し
て
記
す
。
　

〇
玉
妃
、
鈿
合
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